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  午前１０時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員23名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第３号により進めます。 

 

 

 

  日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、生物多様性の保全について外２点、18番

我妻德雄議員。 

  〔１８番我妻德雄議員登壇〕（拍手） 

○１８番（我妻德雄議員） おはようございます。

市民平和クラブの我妻德雄です。 

  一般質問２日目のトップを務めさせていただき

ます。爽やかに一生懸命務めますので、よろしく

お願いします。 

  大項目の初めに、生物多様性の保全について質

問いたします。 

  地球上には3,000万種もの生き物がいると言わ

れています。これらの生命は、一つ一つに個性が

あり、支え合って生きています。生物多様性は、

単に動植物の種類が多いということだけを意味

しているわけではありません。 

  生物多様性には、３つのレベルの多様性が含ま

れるとされています。様々な種の生き物が存在し

ている種の多様性、同じ種であっても体の大きさ

や形、模様や色などの個性が生まれる遺伝子のバ

リエーションが豊富であることの遺伝子の多様

性、そして、森、河川、干潟など様々なタイプの

自然が存在し、それらに適合した生物による生態

系が存在している生態系の多様性です。 

  私たち人間も、きれいな水や空気、食料や薬の

原料をはじめ、様々な生物多様性の恵みを受け取

っています。毎日の食事や医療、文化、産業のど

れを取っても、自然の恵みがなければ成り立ちま

せん。しかし、近年、日本では生物多様性が危な

いと叫ばれています。原因は、大きく分けて、開

発や乱獲で種が減ったり絶滅の危機が迫ったり

していること、里地里山などの手入れが不足して

自然の質が低下していること、外来種などの持込

みにより生態系が乱れていること、そして、気候

変動など地球環境が変化していることの４つで

す。そのせいで、日本の野生動植物の約３割が絶

滅しようとしています。 

  それでは、具体的な質問に入ります。 

  初めに、生物多様性の重要性の認識と現状把握

についてお尋ねします。 

  ふだんの生活の中で、生物の多様性が一人一人

の生活にどのように関わっているかを実感する

のは難しいかもしれません。それでも、生物多様

性が私たち人類の生存に大きく関わっているこ

とは、紛れもない事実です。生物多様性の重要性

の認識について、あわせて、本市の現状把握をど

のようにしているのでしょうか、お尋ねいたしま

す。 

  次に、地域における生物の多様性の増進のため

の活動の促進等に関する法律についてお尋ねし

ます。 

  この法律は、今年４月から施行されました。ネ

イチャーポジティブ、自然再興の実現に向け、企

業等による地域における生物多様性の増進のた

めの活動を促進するため、基本方針の策定、当該

活動に係る計画の認定制度の創設、認定を受けた

活動に係る手続のワンストップ化・規制の特例等

の措置等を講ずるとしたものです。本市もこの法

律を研究し、法の趣旨にのっとり、生物多様性の

損失を止め、回復軌道に乗せる取組を進めてはど

うでしょうか。本市の見解をお聞かせください。 

  次に、生物多様性の確保についてお尋ねします。 

  生物多様性は、私たちの生活の中で大変重要で

す。本市が、生物多様性の確保のために取り組ん
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でいることや、その対策等を教えてください。 

  次に、特定外来生物の把握と対策についてお尋

ねします。 

  特定外来生物とは、外来生物、海外起源の外来

種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産

業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあ

るものの中から指定されています。ちなみに外来

生物とは、明治時代以降に日本に導入された生物

種を指します。 

  現在、黄色いお花を咲かせ、米沢市内各地での

生息も確認されているオオキンケイギクも特定

外来生物です。とても美しい花なのですが、実は

生態系にとって黄色い侵略者とも呼ばれる厄介

者です。本市の特定外来生物の生息の把握の方法

と、その対策を教えてください。 

  次に、生物多様性地域戦略の策定についてお尋

ねします。 

  生物多様性基本法では、「都道府県及び市町村

は、単独又は共同して生物の多様性の保全及び持

続可能な利用に関する基本的な計画を定めるよ

う努めなければならない」と規定されています。 

  「生物多様性地域戦略策定の手引き」では、と

にかく地域を元気にしたいとし、地域戦略は、地

域の社会経済活動の基盤となる地域の自然を持

続可能な形で上手に生かしていく計画です。持続

可能性が確保されることで、様々な形で社会課題

の解決や地域活性化につなげることができると

記されています。 

  多くの市民が、地域の自然を守りたいが、何か

ら始めていいか分からないというのが現状では

ないでしょうか。地域戦略は、地域の自然を保全

し、育てていく指針です。地域戦略を策定するこ

とで様々な人々を巻き込み、大きなうねりを生む

ことができます。本市も生物多様性地域戦略の策

定を進めてはどうでしょうか。本市の見解をお聞

かせください。 

  大項目の２点目の循環型社会の形成に向けた取

組についての質問に入ります。 

  私たちの暮らしは、自然からの恵みを多く受け

ています。山菜取りやキノコ取りももちろんそう

です。そして、私の大好きな魚釣りももちろん自

然の恩恵を受けています。 

  しかし、地球温暖化、ごみ問題、環境破壊、天

然資源の枯渇など、現在多くの課題に直面してい

ます。未来にわたり豊かな暮らしを続けていくた

めには、循環型社会の形成が重要です。 

  初めに、一般廃棄物の排出量についてお尋ねし

ます。 

  第３期米沢市ごみ処理基本計画では、ごみ総排

出量の今年度の目標は２万5,000トンです。そし

て、１人１日当たりのごみの総排出量の目標を

872グラムと設定しています。その現状はどのよ

うになっているでしょうか、お知らせください。 

  次に、ごみのリサイクル率についてお尋ねしま

す。 

  同じく第３期米沢市ごみ処理基本計画では、今

年度のごみのリサイクル率を15.2％以上と設定

しています。現状はどのようになっているでしょ

うか、お知らせください。 

  次に、市民等への啓発等はどのように進めてい

るかについてお尋ねします。 

  第３期米沢市ごみ処理基本計画では、ごみ減量

化に関する社会意識を醸成するため、学校や地域

社会の場において、出前講座等の活動を通して、

市民、事業者や各種団体にごみの減量化、再生利

用及び分別排出の徹底を促していきますと記し

てあります。その取組状況を教えてください。 

  次に、第４期米沢市ごみ処理基本計画について

お尋ねします。 

  第３期米沢市ごみ処理基本計画は、今年度まで

です。ですから、現在、次期計画の策定を進めて

いることと思います。次期計画の目標設定に当た

っては、野心的な攻めの目標の設定が必要ではな

いでしょうか。本市の見解をお聞かせください。 

  大項目の３点目に、ゼロカーボンシティ宣言後

の取組等についての質問に入ります。 
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  最近、温暖化が進んで、特に夏の風物詩が変わ

ったように感じています。私の住む田沢では、つ

い最近までエアコンがなくても普通に生活でき

ていました。そして、真夏の夜でも窓をしっかり

閉めて寝ていました。うっかり窓を開けて寝てし

まうと、明け方に寒くて目が覚めたものでした。

それが、最近ではエアコンが必需になりました。

そして、夜は窓を開けないと寝苦しくなってしま

いました。 

  さて、本年５月９日、環境省が実施する脱炭素

先行地域の第６回公募に、米沢市と飯豊町を主た

る提案者として、牛のふんを使ったバイオガス発

電事業が山形県内で初めて採択されました。この

ことで、現在、脱炭素に向けて市民の関心も高ま

ってきているときです。だからこそ、脱炭素に向

けた意識づくり、そして取組が有効にできると考

えます。 

  初めに、ゼロカーボンシティ宣言後の取組につ

いてお尋ねいたします。 

  本市は、令和２年10月に、2050年までに二酸化

炭素排出実質ゼロを目指し、実現に向けて取組を

進めるとの米沢市ゼロカーボンシティ宣言を行

いました。 

  温室効果ガス排出量を削減するためには、ライ

フスタイルや価値観を足元から見詰め直し、これ

まで以上に効率的な資源やエネルギーの利活用

等を心がけることが重要です。宣言後の具体的な

取組を教えてください。 

  次に、温室効果ガス総排出量の削減の状況につ

いてお尋ねします。 

  温室効果ガス総排出量の削減目標を2013年度比

で、2030年度には46.8％削減し、2050年度には

89.6％削減して、カーボンニュートラルを達成す

るとしています。削減は十分に進んでいるでしょ

うか。本市の現状を教えてください。 

  また、森林整備による二酸化炭素吸収量につい

ても教えてください。 

  次に、市民等への啓発等はどのように進めてい

るのかについてお尋ねします。 

  今日の多様で複雑化した環境問題を解決し、持

続可能な社会をつくっていくためには、一人一人

が環境との関係を正しく理解し、日常生活や事業

活動において環境に配慮した行動を実践してい

くことが何よりも重要です。ゼロカーボンの実現

に向けて、市民等への働きかけはどのように進め

ているでしょうか。取組を教えてください。 

  最後に、環境学習と環境教育の取組についてお

尋ねします。 

  現在、温暖化や自然破壊など地球環境の悪化が

深刻化し、環境問題への対応が人類の生存と繁栄

にとって緊急かつ重要な課題となっています。豊

かな自然環境を守り、その豊かな自然を私たちの

子孫に引き継いでいくためには、エネルギーの効

率的な利用など、環境への負荷が少なく持続可能

な社会を構築することが大切です。特に未来を担

う子供たちへの環境教育は、極めて重要な意義を

有しています。 

  地球温暖化対策実行計画（中間見直し）では、

次代を担う小学生及び中学生向けに、地球温暖化

問題に対する子供たちの理解と関心を深めるこ

とを目的として、環境教育を実施するとしていま

す。その内容と状況を教えてください。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

  〔遠藤直樹市民環境部長登壇〕 

○遠藤直樹市民環境部長 私から、我妻議員の御質

問のうち、環境教育の一部を除く部分についてお

答えいたします。 

  初めに、１の生物多様性の保全についての（１）

重要性の認識と現状把握についてお答えいたし

ます。 

  生物多様性につきましては、生物多様性基本法

の前文に、人類は生物の多様性のもたらす恵みを

享受することにより生存していることですとか、

生物の多様性は地域独自の文化の多様性をも支

えていること、人類共通の財産である生物の多様



- 94 - 

性を確保し、次の世代に引き継いでいく責務を有

することなどが記載されており、非常に重要なも

のであると考えております。 

  本市における現状の把握としましては、昨年度、

再生可能エネルギーのゾーニングマップを作成

する際に、その参考資料とするため、地元で昆虫

や植物に関する知識をお持ちの方の御協力を得

ながら、市内の希少昆虫と希少植物の生息域調査

を行い、生息域の情報を整理いたしました。また、

鳥類については、山上地区を中心に希少猛禽類調

査を実施しております。なお、これら調査の内容

につきましては、希少動植物の保護の観点から公

表していないところであります。 

  次に、（２）地域における生物の多様性の増進

のための活動の促進等に関する法律についてお

答えいたします。 

  議員がお述べのとおり、この法律は今年４月に

施行されたものであり、これから先進事例なども

出てくるものと考えております。生物の多様性を

増進させるためには、自治体だけの取組では困難

であり、企業団体等の活動も重要でありますので、

法律の趣旨を十分理解した上で、先進事例等を研

究し、本市での活動につなげるよう取り組んでま

いります。 

  次に、（３）の生物多様性の確保についてお答

えいたします。 

  本市では、先ほど申し上げたように希少昆虫等

の現状把握に努めているほか、広報よねざわや市

ホームページにて特定外来生物への注意喚起や

生物多様性保全についての啓発を行っておりま

すが、市民の皆様の生物多様性に対する認知度は

まだまだ低いものと認識しております。 

  今後は、環境教育や啓発活動を積極的に推進し、

市民の認知度向上を図るとともに、先ほど申し上

げました生物多様性増進活動促進法に基づく企

業団体等の活動を促進できるよう、調査研究を進

めてまいります。 

  次に、（４）特定外来生物の把握と対策につい

てお答えいたします。 

  議員が御質問の中で述べられましたオオキンケ

イギクにつきましては、本市でも特定外来生物と

して把握しており、毎年、開花時期に合わせて広

報よねざわに記事を掲載するとともに、市ホーム

ページにて特徴や見分け方の解説、駆除の依頼に

ついて掲載しております。また、発見した際には、

駆除依頼を土地所有者にお願いしたり、市有地の

場合は自前で駆除を行ったりしております。さら

に、町内のクリーン作戦の際に駆除協力をお願い

しているところであります。 

  また、環境省の調査結果によりますと、本市に

おいて令和５年度、あるいはそれ以前に確認され

たそのほかの特定外来生物につきましては、アラ

イグマやアメリカザリガニなど８種となってお

りますが、市として対策ができていない現状でご

ざいます。 

  市において防除まで行うことは難しいと考えま

すので、外来種被害予防３原則の入れない、捨て

ない、拡げないを周知することに努めてまいりま

す。 

  次に、（５）の生物多様性地域戦略の策定につ

いてお答えいたします。 

  環境省のホームページによりますと、令和７年

１月現在で策定済みの自治体数は、市区町村では

全国で178団体にとどまっており、県内で策定し

ている市町村はございません。策定には相当の労

力を要するものと想像されますので、様々な課題

が山積する中で、この戦略策定に直ちに着手する

ことは難しいと感じております。 

  現行の環境基本計画において、基本施策として

自然環境と生物多様性の保全の項目を設けてお

り、その計画改定の中で、生物多様性に対する市

民意識の把握や施策の拡充を検討していくとこ

ろから進めていきたいと考えております。 

  次に、大項目２、循環型社会の形成に向けた取

組についてのうち、（１）一般廃棄物の排出量に

ついてお答えいたします。 
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  令和６年度の実績としては、ごみ総排出量が令

和７年度目標の２万5,000トンに対して２万

3,827トンとなっております。計画を上回る減量

となっております。１人１日当たりの排出量では、

同目標の872グラムに対して848グラムとなり、こ

ちらも目標を達成している状況であります。なお、

総排出量が減量している要因としては、予想を上

回るスピードで人口減少が進んだこともあるも

のと考えております。 

  次に、（２）ごみのリサイクル率についてお答

えいたします。 

  一般廃棄物の総排出量に対する資源物回収量の

割合を示すリサイクル率ですが、令和７年度まで

に15.2％以上としている目標に対し、令和６年度

実績では、ごみ総排出量２万3,827トンに対して

資源物回収量は2,658トンで、リサイクル率は

11.2％となっております。これは、大型小売店の

店頭回収が一般化したことなどによるものと考

えております。 

  なお、県の循環型社会白書を基に本市における

店頭回収量の推計値を加えると、リサイクル率は

13.4％になると試算しております。 

  次に、（３）市民等への啓発等はどのように進

めているかについてでありますが、学校や各種団

体への出前講座に加え、ＳＮＳ等による情報発信、

各種イベントでの周知啓発を行っているところ

であります。 

  出前講座につきましては、小学校や地域の衛生

組合、外国人技能実習生などを対象に、ごみ減量

化の必要性やごみの適正分別について説明して

おり、令和６年度の実績は４件でしたが、令和４

年度、令和５年度は年間10件程度実施しておりま

した。 

  情報発信につきましては、ＳＮＳの活用に加え、

市のホームページや広報よねざわへの掲載、衛生

組合を通じた回覧などを行っております。 

  最近の新たな取組としては、リユース対策を強

化するため、リユースプラットフォーム「おいく

ら」を活用した取組を行っており、昨年10月から

本年４月までに67件、168品の利用実績がござい

ました。 

  また、昨年度はごみの分け方・出し方ガイドブ

ックを新しく作成し、分別方法などをできるだけ

分かりやすく説明しているところでございます。 

  次に、（４）第４期米沢市ごみ処理基本計画に

ついてお答えいたします。 

  計画における方針や数値目標の設定においては、

国、県の計画のほか、本市の次期総合計画や同じ

く改定作業を進めている環境基本計画などとの

整合性を図りながら、市の実情に合った課題解決

の指針としていくことが必要であると考えてお

ります。 

  先ほど申し上げましたごみの排出量やリサイク

ル率などの数的な目標につきましては、現状値を

基に今後の人口減少の推計や施策による効果な

どを考慮して適切な原案を作成し、議会や廃棄物

減量等推進審議会などの御意見をお聞きしなが

ら決定していきたいと考えております。 

  次に、３の（１）ゼロカーボンシティ宣言後の

取組についてお答えいたします。 

  主な取組としては次の３つがございます。 

  １つ目は、米沢市再生可能エネルギー導入目標

の策定であります。本市の二酸化炭素排出量の把

握や、市民・事業者へのアンケートなどを実施し、

地域特性や再生可能エネルギーのポテンシャル

を踏まえた再生可能エネルギーの導入目標を令

和５年４月に策定いたしました。2050年のカーボ

ンニュートラルに向け、まずは2030年に電気で57

メガワット、熱で258テラジュールの導入目標を

掲げ、二酸化炭素排出量としては、国の目標に合

わせて2013年度比で46％削減を達成しようとす

るものであります。 

  ２つ目は、ゾーニングマップ案の作成でありま

す。本市のゾーニングマップ案においては、風力

発電と土地系太陽光発電を対象に風況や日照状

況などのデータのほか、国や県の基準を基に、地
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域を導入可能エリア、保全エリア、調整エリアの

３つに区分しました。現在、環境審議会で審議し

ていただいており、パブリック・コメントを実施

し、地球温暖化対策実行計画に盛り込む予定とし

ております。 

  ３つ目は、脱炭素先行地域であります。環境省

の第６回脱炭素先行地域に飯豊町と共同で応募

し、先月、山形県で初めて選定されました。上郷、

窪田、万世、山上の４つの地区を先行地域として

設定し、2030年までにそのエリア内の民生部門に

ついてカーボンニュートラルを達成し、さらには

この取組をほかの地域にも横展開することとし

ております。 

  以上の主な３項目のほかにも、市内小中学生を

対象とした地球温暖化防止講演会の開催、ゼロカ

ーボンシティ推進シンポジウムや環境フェステ

ィバルの開催など、市民の意識醸成や啓発活動を

中心に取り組んできたところであります。また、

令和４年７月には米沢市プラスチックごみゼロ

宣言を行い、ごみ拾い活動の推進等をはじめ、循

環型社会形成に向けた情報発信に努めておりま

す。 

  次に、（２）の温室効果ガス総排出量の削減の

状況についてお答えいたします。 

  本市の二酸化炭素排出量については、環境省の

自治体排出量カルテのデータになりますが、基準

年度である2013年度、平成25年度の98万9,000ト

ンに対して、令和元年度が74万9,000トン、令和

２年度が69万8,000トン、令和３年度が66万5,000

トンと減少してきており、直近データの令和４年

度は68万5,000トンと前年度よりもやや増加しま

したが、基準年度と比べて約31％の削減となって

おります。また、森林整備による二酸化炭素吸収

量につきましては、再生可能エネルギー導入目標

を策定する際の令和４年度の調査によりますと、

年当たり10万6,000トンと試算しているところで

あります。 

  次に、（３）の市民等への啓発等はどのように

進めているのかについてお答えいたします。 

  啓発につきましては、環境省が推進する脱炭素

につながる新しい豊かな暮らしをつくる国民運

動であるデコ活を中心に、広報よねざわや市ホー

ムページ、ＳＮＳにより情報発信しているほか、

環境フェスティバルでもデコ活のブースを設け

てＰＲしてまいりました。しかし、まだデコ活の

認知度は低いと認識しておりますので、機会を捉

えて、より一層の啓発が必要であると考えており

ます。 

  また、今回の脱炭素先行地域の採択により市民

の関心が高まっていると感じておりますので、市

全域を対象としてより効果的な情報発信を行っ

ていくほか、先行地域の対象となる４地区におき

ましては、地区部会を設け、地域の方々との協働

による啓発普及活動を推進してまいります。 

  最後に（４）の、環境学習と環境教育の取組に

ついてお答えいたします。 

  現在、次世代を担う小中学生を対象として、専

門的知見を有する山形大学工学部の教授による

地球温暖化防止講演会を実施しており、地球温暖

化の現状や温暖化防止対策について、理解と関心

が深まるように取り組んでおります。この講演会

は、平成28年度から市内の全小中学校を５年で一

巡するように実施しており、今年度で２巡目が終

了する予定であります。 

  持続可能な社会を実現するためには、次世代を

担う人材の育成は大変重要であることから、脱炭

素先行地域の選定を機に、山形大学をはじめとす

る教育機関と連携した環境教育やセミナーを開

催し、学園都市としての特色を生かした脱炭素人

材の育成も図っていきたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私から、３、ゼロカーボンシテ

ィ宣言後の取組等についてのうち、市内の小中学

校における環境に関する学習活動についてお答
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えします。 

  市内の各小中学校では、遠足や社会科見学など

の校外学習や総合的な学習の時間等を活用し、地

域や自然と密接に関わる活動を積極的に展開し

ています。 

  校外学習に関連した環境学習としては、特に小

学校において多様な学習プログラムを実施して

おります。例えば、全校遠足で里山を歩いたり、

地域の方から植物等について詳しくお聞きした

りといった活動を行っている学校が複数あると

ころです。また、社会科見学の際にバイオガス発

電の施設を見学し、再生可能エネルギーについて

理解を深めるといった学習活動を行っている学

校もあります。ほかにも地域の豊かな森林資源を

活用し、森林に親しみながらその資源について理

解を深めたり、自然環境保全の重要性について考

えたりしている学校もあります。 

  日常の授業では、教科の学習内容と関連させな

がら、総合的な学習の時間に環境に関するテーマ

を子供たちが設定し、体験を通した環境学習を実

施している学校が複数あります。例として、地元

農家の方に協力いただき、自然との関わりや農業

を学ぶ米作り体験や、水環境保全を考えるための

学校周辺の水質調査などが上げられます。また、

海洋ごみ問題や、山形県の環境に適した発電方法

を考える学習など、ローカルな視点とグローバル

な視点も育成できるよう、発達段階や地元の環境

に合わせた環境学習も行われているところです。 

  加えて、ＳＤＧｓを意識した活動も各校で積極

的に行われており、生徒会によるペーパーレスの

取組や、縦割りグループによるエコバッグ製作な

ど、実践的な活動が展開されています。 

  このように、各小中学校では多様な手法による

環境教育を推進し、身近な地域から地球規模まで

広く環境問題について考え、自発的・主体的に行

動できる人材育成に努めております。教育委員会

としましても、引き続き効果的な環境教育が推進

されるよう努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） それでは、順次再質問

させていただきます。 

  生物多様性の保全についての（１）の部分の重

要性は強く認識していますよと。具体的にどうす

るのだという話になっていくわけなのですが、ま

ず、各地区や地域で環境美化というか、様々な取

組を町内会とかいろいろな団体でやっていると

思うのですけれども、本市において主に生物多様

性に主眼を置いてやっているような、そういった

団体というのは確認しているものですか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 市として業務を行う中で、

そうした団体の方、個人の方などと関わりを持っ

て意見交換する機会などもありますけれども、そ

れらを包括的に把握して整理しているという現

状にはありませんので、そういったことも今後検

討していく必要があるのかと感じております。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 何でお聞きしたかとい

うと、私もそうなのですけれども、多くの人たち

が環境を意識して何とかしなければならないと

いう思いはかなり強く持っていると思うのです。

だけれども、どんな活動にどう参加していいか、

そういったことがなかなか難しくなってきてい

る。改まってどこかにあれば、環境に興味を持ち

ながらいろいろなことに参加もして自然を大切

にする、そんな取組ができるのだと思いますけれ

ども、今だとなかなか一人で一生懸命頑張って、

ごみは分別をきちんとしましょうとか、家の周り

の草ぐらいは刈りましょうかとか、そういうこと

以上のことはなかなかできなくなってきている。 

  先ほど市民環境部長の答弁にもありましたけれ

ども、脱炭素先行地域、そして環境意識が高まっ

てきている、さらには地球温暖化などでどんどん

どんどん気温が上昇してきて、みんな非常に環境

に興味を持っている。そうしたときだからこそ何
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らかの手を打つ、そういうことが大切だと思うの

ですけれども、具体的に私たちも参加できるよう

な、行政主導で少し考える、そんなことは可能で

しょうか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 議員がお述べのとおり、

なかなか生物多様性についてふだんの生活の中

では実感しにくいというのもあるかと考えてお

ります。多くの市民に関心を持ってもらって、小

さなことからでもいいので少しずつ行動してい

ただくということが重要と思っております。それ

をさらに一人一人ではなくて多くの方に広げて

いく、あるいは多くの方がつながりながらやって

いくという取組につなげていくためにどういっ

たことができるのか、市としていろいろなことを

考えていきたいと思っております。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

  そういう足がかりとしてはオオキンケイギク、

これは非常にいいと思うのです。みんなでやろう

よと、とことんやろうよみたいな。本当に道の脇

にいっぱい咲いていて結構きれいなのです。ずっ

と咲いているから、きれいな黄色い花がいっぱい

咲いていたというのが多くの人の感想です。やは

りそれが特定外来種だという意識を持って対応

するのと、きれいな花がいっぱい咲いていると思

っているのは、これは大きく違うのです。 

  きれいな花だからいいかというと、あれが物す

ごく広がっていくのです。あっという間にという

のは言葉がどうか分からないけれども、すごいス

ピードで広がっていくようです。田沢のほうでも

かなり広がってきているのが確認されています

から、そうするとほかの生態系にいろいろな問題

が生じてくる。だから特定外来種になっているの

で、オオキンケイギクを毎年広報誌に載せて、ホ

ームページで頑張りましょうと。少し抜いたりし

ても抜けないのです。結構丈夫で、本気になって

スコップか何かでやらない限り難しいような取

組になるので、それを足がかりとしてもいいと思

うので、ぜひいろいろな形でもう少し徹底してや

る、その点はどうですか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 議員がお述べのとおり、

なかなか今の現状難しいところもあるのですけ

れども、やはり一人一人だけでなくて町内会とか、

そういった団体の中で取り組んでもらえるよう

なことをやっていきたいと考えております。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） アメリカザリガニもそ

うです、ブラックバスもそうなのですが、いろい

ろな意味で親御さんは子供から言われると結構

聞くのです。これは特定外来種だから出しておい

ては駄目なのだよみたいな、例えば学校の中で特

定外来種についての講義とか話とかは出るもの

ですか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 すみません、確実にそう

だという根拠はございませんけれども、様々な授

業の中で、特に理科ですとかの中で取り扱うこと

はあると思いますし、私も社会科で取り上げたこ

とがあると認識しております。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） ぜひ、今オオキンケイ

ギクは周りにも咲いていると思いますので、そう

いうのはいい機会ですから、少し子供たちに興味

を持っていただく、そういう機会を先生方から提

供していただく、そんなことができればと思いま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

  生物多様性地域戦略の策定です。いろいろな形

で市民が関わって策定していく。環境省からは結

構立派なものがいっぱい出ています。地域戦略策

定の手引のプログラムだとか、こういう方法でこ

うですとかなり詳しく載っているのは、うなずい

ていらっしゃるから御存じなのだと思いますけ

れども、ただ先ほど答弁があったように、山形県
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もまだつくっていませんけれども、私は市民の皆

さんを巻き込むという言葉が、一緒に現状を把握

しながら、地域戦略の策定の中で環境意識をつく

っていく、そしていろいろな団体などとも働きか

けをしながら進めていく、それは非常に有効な手

段になると思うのです。 

  以前に一般質問で、川崎の脱炭素かわさき市民

会議の話をさせていただきました。多くの方々が

関わって環境意識をつくって、地球温暖化防止を

やっていこうという中身でした。川崎のです。だ

から、米沢市も市民の皆さんにお力をお借りしな

がら、そして市民の皆さんの意識も醸成して、地

域戦略をつくる。そういった作業を少し丁寧に取

り組んではどうかと思うのですが、いかがですか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 私も環境省の手引を確認

しましたけれども、現状把握のところで、やはり

そういった多くの人からいろいろな情報を集め

てつくっていくのがいいのではないかというこ

とも書かれておりましたけれども、やはりその情

報を集める、整理して、それをまた確認していく

作業などもあって、なかなか大変という印象は持

っております。先ほども申し上げたところですけ

れども、直ちに戦略を単体で策定するというのは

難しいかと思っておりますけれども、環境基本計

画の中で生物多様性に関する内容については拡

充していきたいと考えておりますので、その過程

の中で様々な団体、個人の方の御協力などもいた

だけたらと考えております。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 生物多様性の重要性は、

演壇で少し述べさせていただきましたけれども、

これから将来に向けてもっともっと重要になっ

てくると思うのです。そうしたときに米沢市が先

進的な取組を率先して進めていく、そういうこと

は非常に大事。今、米沢市の周辺は自然が多くあ

って、環境問題はそんなにまだまだかと思ってい

るかもしれないのですが、やはり私は少しずつ少

しずつ環境は悪化していると思うのです。さっき

演壇でも言いましたが、暑さをまず実感してしま

います。一頃よりはるかに暑い。雨も一頃より降

り方が厳しくなってきている。シトシトではなく

てザーザーという、そういったゲリラ豪雨みたい

なのがどんどん多くなってきている。 

  やはり１番、２番、３番ともリンクしているの

ですけれども、いろいろな意味で市民の皆さんの

御理解をいただきながら進めていく、そういうこ

とがいいかと思うので、ぜひ地域戦略、今すぐと

は言いませんけれども、前向きに御検討いただけ

ればと思います。 

  ２番目の循環型社会の形成に向けた取組につい

てお伺いいたします。 

  先ほど演壇でも申し上げましたけれども、現在

第４期米沢市ごみ処理基本計画の策定中という

ことで間違いないですよね。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 そのとおりでございます。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 策定に当たっての数値

目標です。もう人口が少しずつ減少してきて、多

分５年後、10年後がどういうごみシステムになっ

ているとか、いろいろな予想が難しいと思うので

す。私が常々言っているように、プラスチックの

回収方法も変わってくるかもしれません。置賜広

域行政事務組合もいずれ変えてくれると私は思

っていますけれども、そういったことを総合的に

考えて臨機応変にやる、そういった第４期ごみ処

理基本計画にしなければならないと思います。今

の踏襲主義ではなくて、将来を見据えた計画もき

ちんとつくっていく、そんなことが必要なのでは

ないかと思うのですが、いかがですか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 第３次山形県循環型社会

形成推進計画におきましては、全国一ごみの少な

い県を目指すということで高い数値目標を掲げ

ている状況にございます。そういった数値につい
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てはやはり参考になるのかと考えております。 

  一方で、昨年度の廃棄物減量等推進審議会にお

きましては、実現性のある目標を達成していくこ

とで市民が計画の前進を実感できることも重要

だという御意見などもいただいているところで

ありますので、そういったところを踏まえて数値

目標を検討していきたいと考えております。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 本当に頑張れば何とか

なるという目標設定が私はいいかと思いますの

で、その点も考慮いただければと思います。 

  近藤市長にお尋ねします。日頃より市長は好循

環の米沢ということを標榜しているわけですけ

れども、少し意味合いが違うのかもしれませんが、

循環型社会の形成ということは非常に大事だと

思います。今の資源を有効的に使っていく、そう

いった意味からいうと、好循環の米沢をどうつく

っていくのか。市長の循環型社会についての考え

を少しお聞かせいただければと思います。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 御質問ありがとうございます。 

  議論を聞いておって、我妻德雄議員は屈指の環

境派であられるので大変勉強になったと思って

いるわけでありますが、やはり環境問題を考える

と、今社会で進めているのは３Ｒというのでしょ

うか、リデュース、これは物を大切に使いましょ

うと、ごみを出さないようにしましょうと、リユ

ース、これは繰り返し使いましょうと、リサイク

ル、これは再利用しましょうと、この３Ｒで物事

を進めていこうということに取り組んでいるわ

けでありますけれども、最近ではこれをさらに一

歩進めて、もう議員も御存じのとおり、英語で恐

縮ですけれどもサーキュラーエコノミーという

のですか、循環経済という形でもう一歩進めてい

こうと国全体で取り組んでいます。 

  それは何かというと、やはり物事の設計段階か

らもうごみは出さないと、もう出さないのだとい

うことを前提に物事をつくっていこうと、こうい

う発想でかなり野心的な取組ですが、でも実はこ

のことをやることが、少し経済の話で恐縮ですけ

れども商売になるというか、これをやらないと逆

に言うともう輸出もできないという世の中にだ

んだんなってきたと、こういうことだろうと思い

ます。 

  なので、我々としてもそういうサーキュラーエ

コノミー、循環経済、物事を最初から循環を前提

に商品だってつくっていこうという話にだんだ

んなりつつあるので、こういう動きに合わせて、

社会をつくらなければいかんという問題意識は

持っています。でも、結構なかなか難しいです。

そうはいうもののと。今回、牛ふんの脱炭素とい

うのもある意味で一つそういう取組でもあるの

ですけれども、なかなか言うはやすし行うは難し

いと、こういうことは感じております。 

  また、そういう中で、これまた英語で恐縮です

けれども、よく言われるのはバタフライエフェク

トというのですか、チョウチョウの羽ばたきが大

きな変化を起こすと、こういうことでよく使われ

るわけでありますが、小さな動きが集まれば大変

大きな変化を起こすと、こういう言葉であります

けれども、まさにそれで一人一人の小さな行動が

やはり予想もしなかった大きな変化を起こすと

いうのもこれまた事実でありますので、先ほど来

市民環境部長も答弁させていただいているよう

に、どうやって市民レベルで小さな動きを起こさ

せるかという仕組みづくりは、これは行政として

もやらなければいかんと思いますし、議員が御指

摘のとおり、もうかなり環境問題というか温暖化

は具体的に我々の生活に身近な問題として大き

な影響を与えていますので、やはり難しいけれど

も一人一人の意識を強めて、できればサーキュラ

ーエコノミーというか、循環経済を米沢から発信

できるよう取り組んでいきたいとこんな意識で

ございます。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 市長、ありがとうござ
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いました。 

  ３番目のゼロカーボンシティ宣言後の取組につ

いてお聞きいたします。 

  ゼロカーボンシティ宣言後、いろいろ活動して

いただいていますけれども、一番は市民意識、そ

れは変わってきたというか、非常にゼロカーボン

に向けて頑張っていこうとなってきている、そう

いう認識でよろしいですか。 

○島軒純一議長 遠藤市民環境部長。 

○遠藤直樹市民環境部長 宣言したことによる効果

というのももちろんあったと思いますし、あと、

近年全国的に暑い日が続いておりますので、メデ

ィアでも大きく取り上げられていることなどか

ら、市民の方にとっても身近な話題になっている

のではないかと思います。市民意識の高まりを今

度は市民の行動変容につなげられるよう取り組

んでまいりたいと考えております。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 市民意識をどうつくっ

て、そして行動に移していくか、それは行政です。

いろいろなことを研究しながら進めていただけ

ればと思います。 

  最後に、環境教育について少しお伺いしていま

す。いろいろ学校でも取り組んでいただいている

のだということを改めて認識させていただきま

した。やはり机上の話だけでなくて、フィールド

というか現場でいろいろ話を直接する、聞く、そ

してそこに携わっていらっしゃっている方から

お話をお聞きする、すごく有効だと思います。そ

ういった取組をもっと広げていく、そして、学校

だけでなくて、家でも子供たちとそういう話がで

きる家庭の教育も私は大事なのだと思います。そ

の点について、教育委員会の認識はいかがですか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 議員がお述べのように、

まず、机上だけではなくて、外に出ていって体験

を通して学ぶということは大事だと思っていま

すし、コロナ禍明け、少しずつそういう外に広が

っていく活動が戻ってきていると思います。また、

保護者の方と御家庭の中で子供たちと一緒にそ

ういう話ができるということもすごく大事なこ

とだと思っているところであります。 

○島軒純一議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） ぜひ、家庭でも環境問

題などについていろいろ話ができる、そして、親

御さんたちもやはり意識して環境の話をしてい

ただく、そのためには市民一人一人がやはり環境

意識を持って、そしてどうやっていくのだという

ことの積み重ねの中で環境はよくなっていくの

だと、よくしていかなければならないと思います。

今日はそういった意味での一般質問をさせてい

ただきました。以後、取組をよろしくお願い申し

上げて、私の一般質問を終わります。 

○島軒純一議長 以上で18番我妻德雄議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午前１０時５６分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午前１１時０６分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、子供たちの視力低下予防対策について外

１点、23番齋藤千惠子議員。 

  〔２３番齋藤千惠子議員登壇〕（拍手） 

○２３番（齋藤千惠子議員） 皆様、こんにちは。

一新会の齋藤千惠子です。 

  初めに、お忙しい中、傍聴にお越しくださいま

した皆様、そしてインターネットで御覧くださっ

ている皆様、ありがとうございます。心から御礼

を申し上げます。 

  さて、先日６月10日は「こどもの目の日」でし

た。近年、デジタル機器に触れることが多く、低

年齢化する近視の発症予防や進行を防ぎ、子供た
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ちの視力の成長を見守る上で、６歳児に視力1.0

は大切な節目になることから、日本眼科啓発会議

が６歳児視力1.0を６月10日に見立て記念日を設

定しました。今回の質問は、大事な子供たちの視

力についてまず質問させていただきます。 

  大項目１つ目、子供たちの視力低下予防対策に

ついてお伺いいたします。 

  もちろん子供たちの視力低下予防は、学校生活

よりも各家庭での過ごし方に関係が深いのでは

とも考えますが、学校教育としてできることは何

か、子供たちの将来を考えて今取り組むことは何

か、対策をしっかりして子供たちの目の健康を守

る必要があると考え、質問いたします。 

  小項目１、本市における児童生徒の視力の現状

についてお伺いいたします。 

  令和６年２月12日、文部科学省は令和６年度学

校保健統計調査の確定値を公表しました。小学

生・中学生の裸眼視力1.0未満の割合は、過去と

比べてどんな結果だったのかお知らせください。 

  また、文部科学省が発表した児童生徒の近視実

態調査の結果、裸眼視力0.3未満の小学生・中学

生の割合についてもお知らせください。この場合、

眼鏡やコンタクトレンズを使用しての矯正率に

ついてもお知らせください。 

  こうした調査の結果を受け、教育委員会として

この調査の結果の原因をどう分析しているのか、

お考えをお示しください。 

  大人にとってのみならず、将来のある子供たち

にとって、言うまでもなく視力は学業や学びにお

いて非常に重要であり、将来の目の健康を守る上

でも改めて見直す必要があると考えます。そのた

め、これらの要因を洗い出し、視力低下を防ぐた

めの、さらには予防策を講じる必要があると考え

ますが、いかがでしょうか。 

  小項目２、幼児期における目の健康の取組の重

要性についてお伺いいたします。 

  眼科医の62％が、子供たちの視力低下のスピー

ドは大人の２倍ほど早いと回答しています。人間

の情報の約８割が目から入ってくると言われて

います。子供の成長過程において、その大切な目

は８歳頃までにはほぼ完成することから、幼児期

における視力不良の早期発見・早期治療がとても

大事です。成長時期に異常があれば、早く発見す

ることが将来につながることになるのです。 

  本市においても、３歳児健診において目の屈折

検査を実施しているそうですが、実施状況をお知

らせください。また、就学時健診の際の目の異常

の発見の取組についてもお知らせください。 

  さらにまた、保育士や幼稚園教諭が目の健康体

操の講習を受け、実際実施し、御家庭でも習慣化

している自治体もあります。本市でも、幼児期よ

り子供たち自身が、そして保護者の皆様が目の健

康に関する意識を高める手だてが必要と考えま

すが、いかがでしょうか。 

  小項目３つ目、学校における視力低下予防対策

と家庭への情報提供や指導についてお伺いいた

します。 

  まず、一つの提案として、「20-20-20ルール」

の推奨です。目から30センチメートル以内のもの

を30分以上見続けると、近視は進行すると言われ

ています。特にパソコンやタブレット、ゲーム機

などを連続して見ないことがポイントになるそ

うです。20分たったら目を離し動くこと、立ち上

がると視線は遠くに行き、それだけで目のピント

を調整する筋肉、毛様体筋の緊張が緩む、それが

画面を20分見たら、20秒間、20フィート（約６メ

ーター）以上離れたものを見て休憩する。この運

動は、視力低下や眼精疲労を防げる運動としてア

メリカで推奨されているものです。日本でも、進

む視力低下を何とかしようと様々な啓発活動が

行われていると思いますが、本市としての取組を

お知らせください。 

  最後に、ＩＣＴ教育と視力の関係について国も

調査を進めているそうですが、ＩＣＴ教育と視力

の関係性について、教育委員会としてどのような

所見をお持ちかお尋ねいたします。総じて、全市



- 103 - 

を挙げて子供たちの目の健康を守る仕組みづく

りが今必要であると、私は強く思うところです。 

  大項目２つ目、同性介助の推進についてお伺い

いたします。 

  同性介助、聞き慣れない言葉かと思います。同

性介助とは、その名のとおり、性別を同じにする

従業者や施設職員等が介助を行う同性同士の介

助のことです。同性介助は、障がい者の方や高齢

者の方の介護の基本です。令和６年度より厚生労

働省は、障害福祉サービス等報酬改定における主

な改定内容として、本人の意向を踏まえたサービ

ス提供について、障害福祉サービス事業等の指定

基準の解釈通知に明記しました。 

  具体的には、本人の意向を踏まえたサービス提

供（同性介助）として、施設・事業所等において、

本人の意思に反する異性介助がなされないよう、

サービス管理責任者等がサービス提供に関する

本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏

まえたサービス提供体制の確保に努めるべき旨

を障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通

知に明記しました。こうした同性介助の現状と課

題、今後の展望をお聞かせください。 

  小項目１、障がい者支援施設・高齢者福祉施設

における同性介助の現状についてお伺いいたし

ます。まず初めに、同性介助の原則とその重要性

について、そして、同性介助のメリットと異性介

助のデメリットについても御教示ください。さら

に、施設や事業所等で働く方々の現場の声の把握

により現状をどう捉えているか、お知らせくださ

い。 

  小項目２つ目、障がい者支援施設・高齢者福祉

施設における同性介助の課題についてお伺いい

たします。両施設における課題をどう把握なさっ

ているのか、お伺いいたします。また、課題があ

れば、本市の各計画に具体的にどのように反映し

たかもお知らせください。 

  小項目３、今後の課題解決に向けた取組につい

てお伺いいたします。現介護保険事業計画による

と、本市では2040年、現在50歳の方々、団塊ジュ

ニア世代の方々が65歳に達し、現役世代が急減す

る2040年には、65歳以上の人口が２万4,043人、

高齢化率何と39.0％と見込まれます。つまり介護

ニーズが非常に高まると推察され、介護現場の人

材の確保が大変重要になります。サービスやケア

をするにも、まず人材の確保ということになりま

す。将来的に介護人材の不足が懸念されます。今

から取り組んでいること、また、これから取り組

もうとしていることなどがあればお知らせくだ

さい。 

  障がい者支援施設・高齢者福祉施設の利用者の

方々の声を反映したサービス、そして、そこで働

く人々のやりがいや充実、ひいては各施設や事業

所等の持続可能な発展のためにも、本市としてで

きることは何か、利用者にとって最適なケアを提

供できる環境を整える政策を望み、演壇からの質

問とさせていただきます。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私から、（１）本市における児

童・生徒の視力低下の現状についてのうち、子供

たちの視力低下予防対策についての各項目の市

内小中学校の児童生徒に関することについてお

答えします。 

  初めに、本年２月、文部科学省公表の令和６年

度学校保健統計調査結果及び山形県作成の令和

６年度学校保健統計調査結果から、全国と山形県

の状況に本市の状況を加えてお答えします。まず、

裸眼視力1.0未満の割合については、小学校では

全国で36.8％、山形県で35.3％となっており、本

市では34.5％と、全国、県の数値を下回っており

ます。また、中学校では全国で60.6％、山形県で

65.8％となっており、本市では63.7％と、県の数

値は下回るものの、全国の数値と比較すると3.1

ポイント高い結果となっております。 

  過去の数値との比較では、今から42年前の昭和

58年の結果を確認しましたところ、小学校で
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22.8％、中学校で43.0％でしたので、小学校、中

学校ともに1.5倍程度増加しておりました。 

  次に、裸眼視力0.3未満の割合ですが、コンタク

トレンズ装着者の裸眼視力を本市では測定しな

いため、全国及び県の数値と単純には比較できな

いことをお断りした上でお答えしますと、小学校

では全国で10.3％、山形県で9.9％となっており、

本市では9.8％と全国、県の数値を僅かですが下

回っております。また、中学校では全国で29.8％、

山形県で30.9％となっており、本市では25.2％と

全国、県の数値から大きく下回っているところで

す。 

  なお、本市の矯正視力者の割合については、小

学校で15.2％、中学校で38.4％となっております。

本市の各学校では、検査において視力が1.0未満

であった全ての児童生徒に対して、矯正の有無に

かかわらず眼科受診の勧奨を行っているところ

です。 

  視力低下の要因としましては、生活習慣の変化、

スマートフォンやタブレットといったＩＣＴ機

器の使用時間の増加と新型コロナウイルス感染

症蔓延期での屋外活動の減少も関連しているも

のではないかと思われます。 

  次に、（２）幼児期における目の健康の取組の

重要性についてのうち、就学時健診への目の屈折

検査導入についてお答えします。 

  現在の就学時健診での視力検査で、屈折検査は

行っておりません。本市の就学時健診は、就学予

定の学校において行っており、屈折検査を学校で

適正に実施できる環境を整えることが難しい状

況にあります。したがいまして、これまでどおり

の検査を行い、就学後の視力検査で異常のあった

際の受診勧奨によって眼科受診につなげてまい

りたいと考えております。 

  次に、（３）学校における視力低下予防対策と

家庭への情報提供や指導及びＩＣＴ教育と視力

の関係性についてお答えします。 

  初めに、各校における視力低下予防対策につい

てですが、各学校において、保健だよりによる啓

発や、タブレット使用時の姿勢や部屋及び画面の

明るさなどについての指導が行われております。

さらに、視力低下を予防するために、廊下の数か

所に視力表を掲示し、児童が日常的に視力を測定

できるようにしている学校もあります。 

  議員に御教示いただきました20-20-20ルールに

つきましても、画面を見ることに集中していると

まばたきが少なくなり、目が乾きやすくなるため、

30分に１回、20秒程度遠くを見るようにすると保

健だよりで周知している学校も数校ありました。 

  また、小学校では、ふだんから中間休みは体を

動かして遊ぶことを推奨しており、学校で定めた

メディアコントロールデーには中間休みに外で

遊ぶことを推奨している小学校もあり、視力低下

予防については各校工夫して指導しております。 

  ＩＣＴ教育と視力の関係性につきましては、先

ほど申し上げましたとおり、スマートフォンやタ

ブレットといったＩＣＴ機器の使用時間の増加

と新型コロナウイルス感染症蔓延期の屋外活動

の減少が少なからず起因しているものと考えて

おります。低学年のうちから、児童だけでなく保

護者も正しい知識を持ち、目の健康の重要性を意

識して生活することが大切であると考えており

ます。今後も広い取組が市内の小中学校に広がる

よう、教育委員会としても努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私から、大項目１、子

供たちの視力低下予防対策についての（２）幼児

期における目の健康の取組の重要性についての

うち、３歳児健康診査における屈折検査と保育所

等における目の健康体操などについてと、大項目

２、同性介助の推進についてお答えいたします。 

  初めに、３歳児健康診査についてですが、議員

がお述べのとおり、子供の目は３歳頃までに急速

に発達し、６歳から８歳頃までに完成し、生涯の
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視力が決まると言われています。 

  強い視力障がいは子供の行動から保護者が気づ

きやすいことから、比較的早期に発見されますが、

屈折異常や斜視に伴う視力発達の遅れである弱

視は、日常の生活では気づかれないことが多くあ

ります。 

  本市では、３歳児健康診査を視力の発達の遅れ

や目の疾患を早期に発見して治療につなげる重

要な機会と捉え、令和４年10月から、これまで実

施していた目に関するアンケートやランドルト

環を用いた視力検査に追加し、屈折検査を導入し

ております。 

  この屈折検査は、スポットビジョンスクリーナ

ーという遠赤外線を利用したフォトスクリーナ

ー屈折検査機器を使用し、子供の目を撮影します。

ピントが合えば数秒以内に検査は終了し、結果に

ついても自動判定され、子供にとっても負担の少

ないものとなっております。 

  令和６年度は受診者421人のうち79人に目の要

精密検査の判定が出ており、要精検率は18.8％で

した。屈折検査を導入する前の令和３年度の目の

要精密検査率が3.5％であったことから、要精密

検査の判定率が高くなっている状況です。 

  医療機関にて精密検査を受けた結果としては、

令和７年４月までに受診が確認できた者55人に

ついて、重複して所見が発見された者を含みます

が、乱視30人、疑いを含む弱視19人、遠視18人な

どとなっており、要医療となった者が５人、経過

観察となった者が41人となっております。 

  このほか、近視の原因の一つと言われるテレビ

などの視聴時間について、３歳児健康診査におけ

る問診項目に組み込み、テレビやスマートフォン

の視聴時間を確認し、保護者の振り返りや気づき

につながるよう努めております。特に視聴時間が

長時間に及ぶ場合などは、リーフレットを活用し、

保護者に対して丁寧な説明を行っているところ

です。 

  次に、保育所などで目の健康体操を習慣化でき

ないかについてお答えいたします。 

  本市では、目の健康体操に取り組んでいる保育

所等はなかったところですが、園だよりや保健だ

よりなど園発行の各種便りにおいて、目の健康に

関する情報の提供を行い、保護者への周知啓発に

努めております。 

  各園においては、保育指針等に基づき保育を実

施しており、健康な心と体を育て、子供自ら健康

で安全な生活をつくり出す力を養うことが求め

られています。現在のところ、目の健康に特化し

た具体的な保育内容は示されていないところで

すが、乳幼児期は見る、聞く、触れるなどの五感

の働きを豊かにする時期でありますので、先進地

における様々な事例なども含め、各園に必要な情

報の提供に努めていきたいと考えております。 

  次に、子供の目を守る取組について全市を挙げ

ての検討を望むについてお答えいたします。 

  こども家庭庁発出の令和６年２月19日付事務連

絡では、子供の健やかな発育のため、子供の情報

発信機器の使用を周囲が注意して管理すること

の重要性が示されています。現在、それぞれの部

署が子供の目の健康を守ることの重要性を認識

し、関連する法令等に従い事業を展開しています

が、子供に関わる部署が連携し取り組むことも大

変重要であると感じています。それぞれが持つ情

報を共有し、またそれをどのように保護者に伝え、

働きかけていくか、また、関係機関と連携してど

のような対策が講じられるか、研究してまいりま

す。 

  続いて、大項目２、同性介助の推進についてお

答えいたします。 

  初めに、（１）障がい者支援施設・高齢者福祉

施設における同性介助の現状についてお答えい

たします。 

  同性介助の原則とその重要性についてですが、

同性介助とは、福祉施設においてサービスを利用

する人が、性別を同じくする支援員などからサー

ビスを受けることを指しています。 
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  厚生労働省令、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基

準の第22条第２項において、指定障害者支援施設

等は、利用者の意思決定の支援に配慮しなければ

ならないとされており、さらにその基準の解釈通

知が令和６年３月29日付で改正されました。そこ

では、先ほども議員がお述べのとおり、「本人の

意思に反する異性介助がなされないよう、サービ

ス管理責任者等がサービス提供に関する本人の

意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえた

サービス提供体制の確保に努めるべきものであ

る」と追加されたところです。 

  このことからも、特に排せつや入浴などが同性

からのサービス提供となることで、利用者の不安

感や心理的なストレスが軽減されるだけでなく、

虐待や人権擁護の観点からも同性介助の重要性

は非常に高いものと考えております。 

  高齢者福祉施設における各種施設の人員、設備

及び運営に関する基準省令においても、入所者、

利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立

場に立った処遇やサービスの提供に努めなけれ

ばならないと定められていることから、同様に対

応するのが望ましいと考えております。 

  続いて、同性介助のメリットと異性介助のデメ

リットについてですが、同性介助を行うメリット

として、一般的に入浴や排せつなどプライバシー

に関わる配慮が必要な介助においては、同性の方

が利用者に寄り添ったケアができ、利用者に安心

感を与えることができると言われています。その

ことにより、利用者の人としての尊厳を尊重でき

るというメリットがあると考えられます。 

  異性介助のデメリットとしては、１つ目として、

身体的な介助を受ける際、利用者に遠慮が生じて

我慢してしまうなど、身体的・精神的な安心が得

られないことが考えられます。２つ目として、支

援員などの介助に関わる者や利用者双方にセク

シュアルハラスメントの問題があると考えられ

ます。異性介助により誤解が生じない対応に配慮

するあまり、必要な介助ができず不衛生な状況に

なってしまう場合や、また、障がい者に対しては

性的虐待の危険性も考えられます。 

  現場の声の把握により現状をどう捉えているか

についてですが、現在本市では、障がい者支援施

設・高齢者福祉施設どちらも、職員の配置状況や

男女別及び同性介助に関する現状は把握してい

ないところです。市が指定・監督している小規模

多機能型居宅介護などの地域密着型サービスの

事業所においては、条例で定める職員の配置基準

について確認を行っていますが、男女別までの確

認は行っていないところです。 

  なお、本市では介護サービス相談員を高齢者介

護サービス事業所等に派遣し、利用者の声を直接

お聞きしております。その中では、利用者から介

護者の性別による介助の不安などの声は上がっ

ていない状況です。 

  次に、（２）障がい者支援施設・高齢者福祉施

設における同性介助の課題についてお答えいた

します。 

  障がい者支援施設における同性介助の課題につ

いては、日中のサービスを提供する支援員は女性

が多く、短期入所等の夜間のサービスを提供する

支援員は男性が多いことから、サービスの利用す

る時間帯によって、入浴介助や排せつ介助などが

異性の支援員が対応となる場合もあるため、人材

や人員不足により勤務シフトが回らず、同性介助

ができない現状であると認識しており、障がい者

支援施設においての人材確保が課題であると考

えております。 

  高齢者福祉施設によっては、人員配置や介護職

員の性別の偏りなどにより同性介助を十分に提

供できない場合があるほか、ベッドなどからの移

乗など体力を要する介助については、女性介護職

員の負担が増加する可能性などが課題として上

げられ、障がい者支援施設と同様、人材の確保の

必要性を感じています。 
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  このことから、高齢者福祉施設については同性

介助に言及はしていませんが、人材の確保の課題

に対し、米沢市高齢者福祉計画・第９期介護保険

事業計画に掲載し、趣旨普及事業として介護技術

に関する研修会と新たな介護人材の確保に向け、

市民や学生を対象にした介護職の魅力向上につ

ながる情報発信に取り組むこととしております。 

  続いて、（３）今後の課題解決に向けた取組に

ついてお答えいたします。 

  介護事業においては、団塊ジュニアが65歳に到

達する2040年に向けて介護人材の確保が重要で

あることは承知しているところです。本市で現在

取り組んでいる事業としては、小項目の（２）で

述べたとおり、介護技術向上と離職防止を目的と

する研修会を開催しています。また、今後の新た

な人材確保の取組としては、介護職の魅力向上に

つながる情報発信に取り組むこととしています。 

  高齢者福祉サービスの維持、向上のため、人材

の育成、人材の確保は大変重要と捉えております

ので、国における処遇改善をさらに進めていただ

くよう、国、県へ様々な機会を捉えて要望もして

まいります。 

  質の高いケアを提供するにはどうすればいいか

などの指導についてですが、障がい者支援施設に

おいては、異性介助について国から方針が示され、

本人の意思に反した異性介助を繰り返すことは

心理的虐待の一つとして例示されたことを受け、

改めて利用者の意向を踏まえ、同性介助に向けた

対応の必要性を各施設に周知しているところで

す。障がい者支援施設への指導については、県の

担当課が所管するものでありますので、市として

は県と情報交換を密にしながら連携して対応し

ていきたいと考えております。 

  高齢者福祉施設に対しては、知識・技術及びレ

ベルの均一化を図り、介護サービスの質の向上を

目指すことが必要と考え、研修会等を行っていま

す。高齢者福祉施設への指導につきましては、市

が指定・監督する小規模多機能型居宅介護などの

地域密着型サービスの事業所、それ以外の県指

定・監督の事業所と所管が別になりますが、県と

情報を共有し、連携して対応してまいります。 

  介護職・障がい者施設で働く方々の魅力向上に

つながる情報発信についてですが、障がい者支援

施設においては、厚生労働省発行のパンフレット

等を活用し、情報発信を図っていきたいと考えて

おります。 

  介護施設で働く方々のそれぞれの魅力向上につ

ながる情報発信については、今年度、市報８月号

に介護に関わる事業内容等を掲載し、介護職の魅

力や情報を発信していく予定です。特に、将来介

護や福祉の専門職を職業選択肢として考えてい

ただけるよう、中学生や高校生を対象にした「介

護の仕事の魅力」を特集記事として、介護に関わ

る仕事の紹介や実際働く方の体験からやりがい

のある仕事であることを情報発信してまいりま

す。また、市が発信する情報のほか、山形県やハ

ローワークなど様々な機関において福祉に関す

る職業の魅力発信が行われているところです。 

  質の高いケアの施策の一つとして、ＩＣＴの活

用が考えられます。介護者の負担軽減、業務の効

率化が図られ、このことにより利用者への質の高

いケアにつながることが期待できることから、県

が実施する介護テクノロジー定着支援事業費補

助金制度の周知を図っていきます。また、専門資

格を必要としない業務を任せられるアクティブ

シニアの活用なども検討していきたいと考えて

おります。 

  両業界の持続可能な発展のためにも、利用者に

とって最適なケアを提供できる環境を整える政

策の構築が必要と考えるがどうかについてです

が、このたび障がい者支援施設における異性介助

に関して、厚生労働省が省令の解釈通知を改正し、

本人の意思に反する異性介助がなされないよう

と示したように、国の制度で実施している事業に

ついては、様々な課題解決に向け、利用者、事業

者の声を聞き、国の責任において全国統一的な対
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策を講じていただく必要があると考えておりま

す。 

  市は、利用者、事業者に一番近い存在であるこ

とから、様々な現場のお声をお聞きし、県や国に

届けていけるよう努力してまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○２３番（齋藤千惠子議員） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

  大項目１つ目、子供たちの視力低下予防対策に

ついてから再質問させていただきます。 

  今、現状をいろいろ数字でお聞きしたわけです

けれども、裸眼視力の1.0未満の小学生34.5％と

いうと、例えば小学校35人学級だとして12人の子

供が1.0未満だという事実、中学校では何と全国

平均よりも3.1ポイント高いのでしょうか。45人

学級でいえば約29人の生徒さんが裸眼視力1.0未

満、過去と比べても1.5倍の結果という驚くべき

数字の発表がなされたわけです。 

  以前は、矯正すれば視力が出るということで眼

鏡やコンタクトレンズの装着ということであっ

たわけですけれども、近視が進行するとなぜ悪い

のか。これまではあまり問題視されていなかった

ような気がいたします。しかし、様々な疫学的な

データの蓄積から、近視が将来の目の病気のリス

クを高める可能性があるということが分かって

きたわけですが、矯正ということはもちろん必要

なのですが、それ以上に近視が将来に悪影響を与

えないよう目の健康を守るという意識の変化に

ついて、まずどのように認識なさっていらっしゃ

るか教えてください。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 議員がお述べのように、

まず視力の低下が、その後大人になってからも含

めてですけれども、様々な眼病のもとになる可能

性があるという部分については大変問題だと思

っておりますし、重要視していかなければならな

いと捉えているところであります。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○２３番（齋藤千惠子議員） 文部科学省の初等中

等教育局は、子供たちの目の健康を守るための啓

発資料をホームページに掲載して情報提供して

おります。ここで議長の許可をいただきまして、

資料を御紹介させていただきます。 

  資料をお願いいたします。 

  これらは、文部科学省が各県の教育委員会へ、

そして各県から各市町村へ情報提供された啓発

資料であります。今出ている１枚目ですが、「目

をまもるためにはどうすればいいの？」と、児童

向け、生徒向けの分かりやすい資料です。質問と

して、「ずっとゲームをしていたりタブレットに

顔を近づけて見ていたら「目がわるくなる」って

言われたよ！でもそれってホント？」と。答えと

して、「ほんとうだよ。さいきん、遠くが見えづ

らくなる「近視」の子が世界中で増えているんだ。

近視になるのは、タブレットやスマホ、ゲーム機

などを長い時間、近くで見ていることが原因の一

つと言われているよ」など、大変質問に分かりや

すく答えています。 

  次の資料をお願いします。 

  左側の「子供たちの目を守るために～知ってお

きたい近視の知識～」、近視について解説した資

料です。①「近視の子供が増加しています」、②

として「近視が進行するとなぜ悪いの？」、３つ

目として「近視を防ぐための生活習慣は？」、こ

れらは保護者向けの資料だと思います。大変分か

りやすい資料です。 

  次、お願いいたします。 

  ３枚目は、「子供の近視予防よくあるご質問」

として、屋外で遊ぶ時間が長い子供ほど近視にな

りにくいと言われています。この資料には、子供

の屋外活動時間と近視になる割合が示されてお

り、１日２時間以下の屋外活動でも近視の進行抑

制に効果が得られる可能性があると図で示して

いるところでございます。 

  資料を映させていただきまして、ありがとうご
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ざいました。 

  こうした文部科学省の情報提供、とても分かり

やすく、子供たちが読んでも分かるような資料で

ありました。子供たちの目の健康を守るために大

変効果的な啓発の資料であると思います。これら

は令和６年７月31日付の啓発資料でありました

けれども、各学校において適宜使用してほしいと

の趣旨でありました。本市でこの啓発資料をどの

ように活用していらっしゃるか、教えてください。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 お答えいたします。 

  先ほど御提示いただきました資料、国、県から

市にも届いている資料でありますけれども、ある

小学校では全ての児童に配っていたり、あと、指

導の中で使った後、保健だより等で各家庭にもお

配りしている状況ということで活用させていた

だいているところであります。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○２３番（齋藤千惠子議員） 資料を活用していた

だいていて、本当によかったと思います。 

  もう一つ、2020年から始まった新型コロナ感染

拡大によって、在宅の勤務や家での学習などをは

じめ、リモートへの生活に多く移行したわけです

けれども、感染が収まってもインターネットは今

や日常生活に必要不可欠なものとなっています。

インターネット利用のために、大人も子供もパソ

コンやスマートフォンやゲーム機などを様々な

シーンで使っています。 

  そんな中、こども家庭庁が2024年２月に発表し

た令和５年度青少年のインターネット利用環境

実態調査の結果をこども家庭庁が発表したわけ

ですが、これを少し御紹介させてください。それ

によりますと、満10歳から満17歳までの青少年の

98.7％がインターネットを利用していると回答

しています。結果を見て私が大変不安に思ったの

は、利用時間の長さです。ちなみに、中学生で４

時間42分、小学生３時間46分、そして０歳から９

歳までの低年齢層で何と２時間５分で、低年齢層

で２時間以上使用している割合が50％という驚

くべき結果でした。 

  視力低下の要因は様々あるわけですけれども、

遺伝的要因だけでなくて、スマートフォンやタブ

レットやゲーム機など、子供たちのデジタル機器

の長時間使用、またデジタル機器を至近距離で見

続けるといった環境的要因も大いに関係してい

ると思います。児童生徒が健康に留意してＩＣＴ

を活用するためのガイドブック、国は示している

わけですけれども、本市でも視力低下を防ぐため

に、保護者や児童生徒にインターネットとの上手

な付き合い方など、どのような情報提供や指導を

なさっているものか御教示ください。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 お答えいたします。 

  インターネットの上手な付き合い方も含めて、

家庭への情報活用についての指導、資料提供とい

うところについてですけれども、視力低下につき

ましては、検査等の結果を各校の学校保健委員会

等で学校医、教職員、あと保護者代表と共有して、

特にメディアコントロール等につきましては問

題視しているところであります。各校では、スマ

ートフォン、タブレット等の使用について保護者

研修会を実施しましたり、メディア利用について

の啓発を行っているところであります。 

  先ほど議員からお示しいただきました青少年の

インターネット利用環境実態調査につきまして

も、非常に活用できる資料であると思いますので、

今後そういったところも情報提供を行ってまい

りたいと考えているところであります。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○２３番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

す。保護者向けの研修をなさってくださっている

ということでございましたけれども、私はいろい

ろ考えてみると、保護者向けのところが一番核か

と思っています。例えば、寝る１時間前はデジタ

ル機器をもう見ないとか、部屋の明るさに合わせ

て画面の明るさを調節するなど、そうした具体的
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な情報提供、正しい情報を様々保護者の方々にも

ぜひ提供なさっていただけたらと思ったところ

です。 

  大項目１の最後になりますが、福井県の鯖江市

の取組を一つ御紹介したいと思います。福井県鯖

江市では、「眼」を「育てる」と書いて「眼育さ

ばえプロジェクト」として、就学前の最終チェッ

クと学習の遅れなどを未然に防止するとして、屈

折検査を視力検査と同時に実施しています。この

検査は対象者の９割が受診し、保護者の関心の高

さがうかがえているところです。 

  先ほど、演壇で健康福祉部長から御紹介いただ

きましたけれども、本市の同じ３歳児健診で使用

しているスポットビジョンスクリーナー、こうし

た機器を使用した屈折検査を就学前に実施して、

弱視等の早期発見に努めているそうです。ほかに

も大学との連携など様々な取組を実施している

ところでございます。 

  演壇でも申し上げましたが、本市も全市を挙げ

て各課横断で子供たちの目の健康を守る取組、プ

ロジェクトとして取り組むことも今大変必要だ

と私は思っています。重要性は認識してくださっ

ているという御答弁でございましたけれども、や

はりここは大事なところですので、スピード感を

持ってぜひプロジェクトとして取り組んでいた

だきたいと思うところですが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 先ほども壇上で申し上

げさせていただきました。全市を挙げての取組と

いうところにおいて、やはりまずは各課が持って

いる情報、これが共有できているかどうかという

ところが第一歩になるかと思います。現在、子供

に関係する部署としてこども家庭課及び子育て

支援課がありますが、やはりそこでの情報共有及

び連携というのが非常に重要なものとなってい

ると感じております。まずは、先ほども壇上で申

し上げました通知など、それらが共有されている

か、またそのような情報が保育所に届いているか

というところも含めまして、やはり２つの課、こ

ちらが共同して事業展開できるように、まずは第

一歩としてそこの情報の共有を進めていきたい

と考えております。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○２３番（齋藤千惠子議員） それでは、大項目２

つ目、同性介助の推進について再度お伺いしたい

と思います。 

  本市における同性介助の現状と課題について御

答弁いただいたところでございますが、今回、現

場で働く方々の声をいただいて、同性介助につい

て質問させていただきました。特に障がい者支援

施設の方からは、男性職員が少なくどうしても異

性介助にならざるを得ない、そのため様々な工夫

を凝らして利用者の声を反映したサービスを行

っているのだという声をいただいたところです。 

  厚生労働省が明記した同性介助の推進というと

ころには、職員の方々の性別のバランスや人材不

足の解消がやはり鍵になると思います。厚生労働

省の令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に

おける主な改定内容に向けた、本市でも障がい者

支援施設の人材に関するアンケート調査を改定

前に行われたと思いますけれども、いかがだった

でしょうか。もし調査済みでしたら、現状と課題

について概略を教えてください。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 このたび、障がい者計

画、障がい福祉計画など計画策定を今後予定して

おります。前回の計画策定においては、そこまで

職員の支援員に関する調査というのは実施して

いなかったところですので、まずはお声がお聞き

できるよう、障がい者計画、障がい福祉計画、障

がい児福祉計画、こちらの策定に向けたアンケー

ト調査において実施していく考えでおります。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○２３番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

す。 

  障がい者の支援施設、そして高齢者の福祉施設、
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それぞれが今後も持続可能に発展するためにも、

同性介助の実施を支える体制を築き上げていく

こと、それが求められると思います。健康福祉部

長もおっしゃってくださっております、御答弁で

もいただきましたが、障がい者支援施設では法的

に同性介助の体制は必要なわけですけれども、高

齢者福祉施設においては同性介助は常に絶対的

に必要とされるわけではないということも分か

りました。 

  今回、様々な現場の方々の声をお聞きして分か

ったのは、利用者の方々の中には、性別というこ

とを問わず、質の高いケアをしていただくことを

より重視していらっしゃる方々も多くいらっし

ゃるということがよく分かりました。一方、本当

に日々大変な思いで介護、介助してくださってい

る、働いていただいている方々の働く環境を整え

たり、働きやすい環境をつくる努力ももちろん必

要なわけでありますけれども、高齢者福祉施設に

おいては一律に同性介助の原則のみ適用するの

ではなくて、今後も、御答弁にもありました利用

者や職員、両方の声をしっかり把握して、さらに

利用者の方々の心理的ニーズも理解して適切な

対応をすることができれば、性別を問わずより質

の高いケアを高齢者福祉施設では提供できるの

ではないか。そうした政策の構築が必要かと思い

ますが、最後にいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 高齢者福祉施設、介護

に関わっていただく職員の方々は日々大変な御

苦労をなさって支援されていらっしゃるという

こと、担当課からも聞いております。私たちもそ

の援助ができるよう、支援ができるよう、後方援

護ができるよう対策を講じなければいけないと

いうことは十分承知しております。そのためにも、

職員の方の質の向上を目指した研修会ですとか、

またお話を直接聞く機会ですとか、そのようなも

のを設けながら、何が今必要とされているかとい

うことを十分に認識した上で、次の計画の中でも、

それぞれの介護利用者の方だけにとどまらず、介

護される方々の現場の声もお聞きできるような

ことを準備として進めていければと考えており

ます。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○２３番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

した。これで質問を終わります。 

○島軒純一議長 以上で23番齋藤千惠子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ０時０２分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 １時０３分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢市の会計制度の透明性と経営的視点

の導入について外１点、４番髙橋千夏議員。 

  〔４番髙橋千夏議員登壇〕（拍手） 

○４番（髙橋千夏議員） 皆さん、こんにちは。一

新会の髙橋千夏です。 

  まず初めに、傍聴に来ていただいた皆様、そし

てユーチューブを御覧の皆様、お忙しい中、どう

もありがとうございます。 

  議席をいただいてから３年目に入りました。後

期の２年間もしっかり学び、しっかり質問と提言、

実行していけるように努めてまいります。 

  今回は、大きく２つ、米沢市の会計制度と秘湯

について質問させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

  まず、大項目の１つ目として、米沢市の会計制

度の透明性と経営的視点の導入についてです。主

に、複式簿記の日々仕訳の導入と財務諸表の活用

についてお伺いいたします。 

  お伺いする前に、単式簿記と複式簿記の定義の

整理をしますと、単式簿記は、現金の出入りのみ
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記録し、決算書類は歳入歳出決算書となります。

現金主義ということです。一方で、複式簿記は、

企業会計で一般的に使われている会計手法にな

りますが、資産、負債、純資産、収益、費用とい

った５つの要素を使い、取引を貸方・借方の両面

から記録することによって、財政の全体像を立体

的に把握できる仕組みと言えます。よって、貸借

対照表（ＢＳ）や損益計算書（ＰＬ）など、企業

会計に近い報告書を作成できますので、資産状況、

経営成績を正確に把握できると考えます。 

  現在、多くの自治体では、企業会計を除き、一

般会計等においては単式簿記の方式を採用して

いると思います。米沢市は、決算資料の一部の財

務書類を複式簿記で作成していると認識してい

ます。 

  単式簿記は、現金の出入りを簡便に記録できる

一方で、資産や負債の全体像が見えにくい、コス

ト管理や将来予測に弱いといった課題があると

思います。何に幾ら使ったかは分かりますが、資

産として何が残っているか、減価償却や将来負担

はどれぐらいあるかといった情報は得にくいと

いうことです。 

  本市においても、人口減少やインフラ老朽化、

社会保障費の増額など、財政運営の複雑性が増す

中で、これまでどおりの会計処理が本当に適切な

のか、単式簿記を維持しつつ、日々仕訳の複式簿

記の導入を検討すべき段階に来ているのではな

いかと考えます。 

  また、活用されなければ意味がありません。財

務書類を読み解き、政策判断に生かすスキルや体

制が整っていない場合、単なる作業の形式化で終

わる懸念もあります。 

  今後はさらに、少ない人数で庁内業務を回す可

能性もあり、財務関係もそれに対応していかなく

てはなりません。地方財政が年々複雑化・多様化

する中で、単式簿記の手法だけでは、資産や負債

の実態、将来負担、また行政コストの妥当性を十

分に把握することが難しくなり、限界が来ると思

っています。 

  そして、公共施設の老朽化、人口減少に伴う税

収減など、今後の課題に対応するためには、これ

まで以上に経営的視点を持った財政運営が求め

られると考えます。 

  そこでお伺いいたします。 

  小項目１として、複式簿記の導入についてです。 

  決算期には期末仕訳を行い、財務諸表を作成し

ておりますが、日々仕訳を前提としての複式簿記

の導入についてです。まず、複式簿記導入のメリ

ットとデメリットをどのようにお考えでしょう

か。 

  また、会計システム更新の時期について、今年

３月に更新したばかりとお聞きしていますが、次

回の更新は未定という認識でよろしいでしょう

か。システムの構築には時間をかけて計画的に移

行する必要がありますので、次回の更新計画と合

わせて検討を始めてはいかがでしょうか。 

  小項目２として、財政指標の設定やセグメント

分析についてお伺いいたします。 

  今後、限られた財源をどこに重点的に配分すべ

きかを考えるためには、マクロとミクロの両方の

視点が必要です。マクロ的視点としては、単年度

ごとの財政指標などに加えて、中長期的な財政シ

ミュレーションや目標値の設定が求められます。

また、ミクロ的視点では、例えば分野ごとや事業

ごとなどの採算性や評価、すなわちセグメント分

析が効果的と考えます。これにより、費用対効果

の検証や非効率な事業やワークフローの見直し、

優先順位のエビデンス抽出も可能になると考え

ます。 

  現在、本市ではこうした分析手法をどの程度導

入、活用されているのか、また、今後の導入可能

性についてお伺いいたします。出てきた数字は、

見るだけでは何も変わりません。分析して政策に

生かす必要があります。 

  続いて、小項目３として、固定資産台帳の活用

についてお伺いいたします。 
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  公共施設やインフラ資産は、多額の維持管理コ

ストを伴いながら長期にわたって使用されます。

資産の保有状況や老朽度を把握し、更新・統廃合

などを戦略的に行うためには、固定資産台帳の整

備と活用が不可欠です。既に多くの自治体で台帳

の整備が進められておりますが、実際の活用が不

十分という声も聞きます。本市において、固定資

産台帳の整備状況と、それが政策判断や予算編成

にどのように生かされているのか、あるいは今後

の活用方針についてお伺いいたします。 

  人口減少や財源制約の中にあっても、持続可能

な財政運営を実現するためには、数字に基づいた

的確な判断と、それを可能にする情報の整備が必

要不可欠です。ぜひ本市でも、複式簿記の日々仕

訳に関する導入に向けた議論が進むことを期待

します。 

  続いて、大項目の２つ目は、本市における秘湯

への支援についてです。 

  米沢八湯のうち、姥湯温泉、大平温泉、新高湯

温泉、滑川温泉、五色温泉の５つは、いわゆる秘

湯と呼ばれる地域にあります。本市の秘湯は、ア

クセスの困難さや自然環境の厳しさと引換えに、

ほかにはない魅力を持つ観光資源として、多くの

温泉好き、秘湯好きに愛されてきました。一方で、

お客様は県外や海外の方が大半を占め、地元の米

沢市民にはあまり知られていないというのが現

状です。 

  昨年度の記録的な大雪の影響により、一部の温

泉地は甚大な被害を受けており、雪解けが遅く、

被害の全貌が明らかになったのは先月５月に入

ってからでした。よって、被災直後からの対応が

難しかったことも特徴的です。 

  具体的な被害内容としては、雪が建物内に入り

込んだことで窓ガラスが破損した例や、雪の重み

による屋根への荷重によって柱がゆがむ、建物全

体がひずむといった構造的な損傷も確認してい

ます。さらに、秘湯に至るまでの道路の一部では、

土砂崩れも発生しました。もちろん、秘湯の一つ

一つは民間の施設であり、それぞれが運営してい

く必要はあります。一方で、秘湯の立地やその優

位性は、歴史と同じで、後からまねしようと思っ

てもほかの自治体にはできません。そのような被

害がある状況に対して、市の認識をお伺いいたし

ます。 

  小項目１として、雪害の影響が大きい秘湯に対

して、市が講じ得る支援策をお伺いいたします。 

  小項目２として、秘湯という形態の温泉が持つ

公共性について、市としてどのように捉えておら

れるのか、見解をお伺いいたします。 

  とりわけ秘湯は民間の温泉施設であるため、私

的な施設であるという認識がある一方で、地域に

とっては貴重な観光資源であり、一定の公共性も

有すると考えています。観光客誘客、特に海外か

らのお客様がある一定数を占め、さらに、本地域

においては秘湯巡りをする層も一定数いらっし

ゃるとお聞きしており、例えば滑川温泉の次は大

平温泉、次は姥湯温泉のように秘湯のはしごがで

きる特徴が珍しいとお聞きしております。このこ

とから、秘湯の公共性についてお伺いいたします。 

  小項目３として、第４期米沢市観光振興計画で

の取組と評価についてお伺いいたします。 

  現行の第４期米沢市観光振興計画は、令和３年

度から令和７年度までの計画です。その中の43ペ

ージには、米沢八湯が連携した温泉地の魅力発信

について記載されており、秘湯についても触れら

れています。その取組状況と結果に対してどのよ

うに評価しているのか、お伺いいたします。 

  以上、当局の皆様には簡潔な答弁をお願いし、

演壇からの質問といたします。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

  〔神保朋之総務部長登壇〕 

○神保朋之総務部長 私からは、まず米沢市の会計

制度の透明性と経営的視点の導入についてのう

ち、小項目の１、複式簿記の導入についてお答え

いたします。 

  初めに、地方公共団体の会計は、現金の流れに
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中心を置いた単式簿記で行われていますが、これ

には資産や負債などのストックに関する情報が

不足することや、現金支出を伴わない費用を把握

することができないなどの弱点があり、それらを

補完することができる複式簿記による新たな財

務書類の整備が全国的にも進められてきました。 

  本市においても、平成20年度決算から本格的に

取り組んできたところでありましたが、この間、

各団体の財政運営上の必要に応じて、基準モデル

や総務省方式改定モデルなど複数の作成方式が

存在したことから、団体間での比較が難しい状況

にありました。このため総務省は、平成27年１月

に統一的な基準による財務書類等を作成するよ

う要請し、これを受けて本市では平成28年度決算

から、現在の形の統一的な基準による財務書類の

作成、公表を行っているところです。 

  したがいまして、本市では、現状においても決

算資料の一部である財務書類を複式簿記で作成

していますが、その作成業務を税理士法人に委託

し、年度終了後の期末一括仕訳を採用しているこ

とから、予算編成や日々の執行段階から仕訳作業

を実施している状況にはありません。 

  ここで、改めて複式簿記のメリットを申し上げ

ますと、複式簿記は、単式簿記の現金の収入と支

出の流れを記録する簡易的な手法に対し、現金の

出入りだけでなく資産や負債を含めて財務状況

を正確に把握できる点で、財政の見える化を促進

し、経営的な視点での資源配分の検討に非常に有

効であると言われています。特に、近年の地方自

治体の財政状況が複雑化する中で、より精緻な分

析が可能となり、予算編成や財政運営にも活用す

ることができると考えられています。また、民間

の会計基準とも近づくため、市民への財政状況の

説明においても有効なものになると思われます。 

  一方、デメリットとしては、導入には相応のコ

ストと時間を要することになります。先ほども申

し上げましたが、本市においては、財務書類を期

末一括仕訳により作成している状況ですが、これ

を日々の業務において仕訳作業を行いながら運

用していくとなると、単式簿記に比べて作業が複

雑になるため、職員が会計制度等について深く理

解し、運用していくための研修会の受講や日々の

業務における作業量も増加しますので、その負担

が大きくなると考えられます。加えて、複式簿記

に対応するためのシステム更新も必要になりま

すので、これらを単独自治体で実施するには、マ

ンパワーでも財政面でも大きな負担になります。 

  次に、会計システムの更新時期についてですが、

現在の財務会計システムは、令和６年度に更新作

業を行い、令和７年３月から運用を開始していま

す。更新前のシステムは平成25年度に導入したも

のですので、11年ぶりに更新したものになります。

繰り返しとなりますが、複式簿記を導入し、日々

仕訳作業を実施するためにはシステム改修が必

要となりますので、更新時期に合わせて見直すこ

とが理想ではあるものの、現状では最新バージョ

ンに更新したばかりであり、当面システム更新は

予定していないところです。 

  次に、小項目２、財政指標の設定やセグメント

分析についてお答えいたします。 

  財政指標の設定といったマクロ的視点について

ですが、様々ある財政指標とは、決算数値から自

治体の財政状況をはかる物差しのようなもので

すので、あくまでも自治体運営の結果から見えて

くるものであり、財政指標から、収支のバランス

や財政のゆとり、将来の負担など、その自治体の

財政構造を読み解くことが可能になります。 

  現行の米沢市まちづくり総合計画後期基本計画

における施策の一つである健全な行政経営の推

進において、成果指標に経常収支比率を掲げ、令

和７年度の目標値として95％以下と定めている

ものを除き、財政運営に当たり個別に目標値とし

て定めている財政指標は特段ありませんが、平成

21年に地方公共団体の財政の健全化に関する法

律が施行された以降、財政指標の中には数値が悪

化した場合、法律に規定する財政健全化計画等の
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策定が必要となるものがあります。本市の場合、

近年、大規模な建設事業を実施しておりますので、

実質公債費比率や将来負担比率の値は上昇傾向

にありますが、いずれも健全段階であり、今後も

持続可能な財政運営に努めていきたいと考えて

います。 

  また、ミクロ的視点におけるセグメント分析に

ついては、事業や施設ごとの区分に分けて財務書

類を作成し、コストや収益、住民ニーズなどを分

析することで、より効果的なサービス提供や予算

配分の最適化を図ることができるものであり、特

に公共施設マネジメントにおいては、施設の今後

の在り方を検討する際に有効なデータとなると

認識しています。本市の場合、個別施設計画を策

定し、今後の方針を定めていますが、セグメント

分析までは実施していない状況です。 

  公共施設等については、過去に建設された施設

が更新時期を迎えているものも多く、また、今後

の人口減少等により利用需要が変化していくこ

とが予想されることから、これまで同様に維持に

主眼を置くのではなく、施設全体の最適化を図っ

ていく必要があると考えています。 

  今後の公共施設の在り方を検討する上でも、セ

グメント分析で得られる情報は有効なデータと

なりますので、総務省から情報提供される固定資

産台帳の活用方法や他自治体における優良事例

などを参考として、本市にどのように活用できる

のかを研究してまいりたいと思います。 

  次に、小項目３、固定資産台帳の活用について

お答えいたします。 

  固定資産台帳は、平成26年５月23日付の総務大

臣通知「今後の地方公会計の整備促進について」

にあります、統一的な基準により地方公会計にお

ける財務書類の補助簿として位置づけられた台

帳であり、固定資産の取得から除売却処分までの

経緯を個々の資産ごとに管理するための帳簿と

されています。 

  記載事項は、統一的な基準による地方公会計マ

ニュアルで示されており、全ての地方公共団体に

おいて、台帳の整備を進める観点から財務書類作

成のための補助簿としているところです。 

  本市のホームページで公表している固定資産台

帳は、全ての固定資産を１単位ごとに、資産名称、

所在地、数量、取得日、取得価格、減価償却累計

額、期末簿価、売却可能区分などの項目について

記載しています。その内容は毎年更新を行い、本

市の財政状況を深く御理解いただくための資料

として公表しているところです。 

  また、政策判断や予算編成における固定資産台

帳の活用についてですが、固定資産台帳を整備す

るための集計作業は、翌年の予算編成時期と同時

期となることから、前年度の固定資産台帳から読

み取れる情報などを予算編成に活用することは

難しい状況であります。予算要求においては、施

設等の日常的な保全業務の中で職員や施設管理

者が資産の状態から改修などが必要と判断した

ものを基に具体的な改修内容等を精査し、予算に

計上しているところです。 

  公共施設等総合管理計画への活用については、

同計画の見直しやフォローアップ等において、固

定資産台帳として公表している資産の数量や取

得日等のほかに、維持管理費用や利用料等の収入

も含めた情報も必要であるため、それらの情報施

設ごとに整備しており、毎年、記載内容を更新し

て計画の進捗管理に活用しています。 

  私からは以上となります。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

  〔我妻重義産業部長登壇〕 

○我妻重義産業部長 私からは、２の本市における

秘湯への支援についてお答えいたします。 

  初めに、（１）の雪害の影響が大きい秘湯に対

して、市が講じ得る支援策はについてであります

が、議員がお述べのいわゆる秘湯と呼ばれる温泉

旅館を含む民間の観光関連施設が、雪害などの自

然災害によって被害を受けた場合の復旧に係る

費用については、ほかの民間施設同様に原則、自
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己資金や施設所有者が加入する損害保険などに

より復旧を行うことになります。 

  行政が講じる支援策としては、山形県融資制度

の商工業振興資金のうち、観光振興資金として旅

館、ホテルの改修費用を低利で融資する制度があ

り、融資の保証料の60％相当額を山形県と市が補

助する制度を創設して支援を行っているところ

であります。 

  また、被害を受けた箇所の復旧のうち、例えば

温泉の私有地を通っている登山道が大雪や豪雨

によって損傷した場合の観光客や登山客の安全

確保や利便性向上といった観点で、公共性・公益

性があると認められる場合は、所有者が復旧を行

う費用の一部を市が補助したり、復旧に必要な原

材料を提供するなど、復旧の後押しをする支援を

行っているところであります。 

  そのほか、令和４年度に発生した集中豪雨では、

特に大平温泉や新高湯温泉で、旅館の建物や露天

風呂、敷地内道路などに甚大な被害が出ましたが、

その際の復旧に当たっては、温泉米沢八湯会など

の関係団体が災害復興プロジェクトを立ち上げ

まして、復興支援金を募る活動を展開されました。

これに対し、本市でも、広く復興プロジェクトの

情報発信を行うなど、側面的な支援、協力を行っ

たところです。 

  秘湯は、本市への高い誘客効果が期待できる地

域固有の貴重な観光資源と考えておりますが、民

間の施設であることから、災害復旧においては、

制度融資以外の直接的な支援は難しいものの、関

係機関と連携しながら広報宣伝プロモーション

や誘客キャンペーンの実施などにより、復旧の一

助となるような側面的な支援を今後とも積極的

に行ってまいりたいと考えております。 

  次に、秘湯に至るまでの山岳部市道の維持管理

の基本的な考え方ですが、自然形状を利用して整

備された市道であることから、雪崩や大雨による

土砂崩れ等が発生しやすいため、道路管理者であ

る本市が市道を通行可能な状態に保ち、安全を確

保することで、地域住民の日常生活や観光活動に

支障を来さないよう維持管理に努めているとこ

ろです。 

  具体的には、姥湯温泉、滑川温泉及び大平温泉

につきましては、各温泉駐車場までの市道の区間

については、冬期間は雪崩が発生しやすいことか

ら、降雪前の11月上旬から翌年４月下旬までの期

間、全面通行止めを行い、安全対策を講じており、

４月上旬からは、道開け作業及び路面清掃や通行

に支障があるのり面からの落石等の撤去、路面の

穴埋めを実施することで、４月下旬には安全に通

行できるよう維持管理しております。 

  また、落石等のおそれがある箇所には落石注意

などの予告看板を設置し、通行者に対しては注意

を促したり、土地所有者に対して落石防止などの

対策をお願いしているところであります。 

  そのほか、通年、道路パトロールを月二、三回

程度実施しており、落石の撤去や危険箇所の確認、

路面の穴埋め等を行い、秘湯へ通じる山岳部市道

の維持管理に努めているところであります。 

  次に、（２）の秘湯という形態の温泉が持つ公

共性についてですが、吾妻山系に湧く米沢の秘湯

と呼ばれる温泉地は、それぞれが独自の個性と魅

力を持ち、自然の恵みを感じながら温泉を楽しめ

ることから、関東圏を中心に全国各地のほか、海

外も含め多くの観光客が訪れております。 

  また、本市の秘湯はそれぞれが比較的近いエリ

アに立地していることから、この利点を生かし、

インバウンドを含めた観光客を回遊、滞在させる

取組を戦略的に展開していくことで高い相乗効

果が期待されます。これは秘湯エリアにとどまら

ず、本市全体の経済活性化につながる可能性を秘

めた貴重な地域資源だと捉えているところであ

ります。 

  さらに、こうした経済的な効果の面だけでなく、

秘湯をはじめとした市内の温泉地は、それぞれそ

の地域固有の歴史や自然環境と深く結びついて

おり、地域の文化や魅力を広く発信する役割も担
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っていることから、一定の公共的な価値を有して

いるものと認識しているところであります。 

  次に、（３）の第４期米沢市観光振興計画での

取組と評価はについてでありますが、第４期米沢

市観光振興計画では、基本施策の中の「自然・景

観・温泉を活かす」事業の一つとして、米沢八湯

が連携した温泉地の魅力発信に取り組んできた

ところであります。 

  まず、「米沢八湯湯めぐりガイド」を毎年１万

部作成し、市内の８つの温泉地とそれぞれの旅館

を分かりやすく紹介しており、各旅館や市内外の

観光施設等に広く配布して米沢八湯のＰＲに役

立てているところです。 

  さらに、ホームページの整備では、温泉米沢八

湯会で運営する公式ホームページのほか、本市観

光ナビでも温泉のページを設けて積極的に情報

発信を行っているところです。 

  一方で、米沢牛やコイ、山菜等の食材を使用し

た「米沢八湯湯めぐり弁当」や米沢八湯を回るス

タンプラリーの実施を計画しておりましたが、コ

ロナ禍等の影響から、これらの企画は残念ながら

未実施となっております。 

  これらの取組以外にも、国庫補助事業である「地

域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加

価値化事業」を活用した個別旅館の改修事業や、

宿泊オンハンドデータを活用したクーポン事業

などを実施し、宿泊客の誘致と宿泊単価の向上に

よる観光消費額の増加を図ったところです。 

  計画期間中の評価としましては、コロナ禍など

の影響で実施できなかった事業があったものの、

情報発信の強化や温泉旅館の高付加価値化を図

るための改修支援などを通して、温泉地としての

ブランド力向上や地域経済の活性化に一定の成

果があったものと評価しているところでありま

す。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） 丁寧な御答弁ありがとう

ございました。順次質問いたします。 

  まず、複式簿記の導入についてメリット・デメ

リット、いろいろ話をいただきました。大きいと

ころとしては、メリットとして財務の見える化と

説明責任が果たせるという部分、あとデメリット

はすごくお金もかかるし時間もかかるというこ

とだったと思います。 

  財務諸表は今は外注して委託してつくっていら

っしゃるとお聞きしておりますが、私の希望とし

ては、日々仕訳で決算期に財務諸表も作成できれ

ばいいとは思っているところで質問させていた

だいております。作成は外注するとして、財務諸

表の分析、できたものに対して分析は今後行うと

いうことはありますか。今現時点でやっているこ

とがあれば教えてください。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 今議員がおっしゃっていただ

きましたとおり、委託によって作成しているもの

でございます。そちらの分析についても、財政課

内で様々検討はしているところではございます。

ただそれを次にどう生かすかということについ

ては、まだまだこちらも研究不足の部分がござい

まして、実際にはできていないというのが正直な

ところでございます。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） 先ほど議会壇上でも質問

しましたが、やはり数字が出てきたものを分析す

るというのはすごく大事なことだと思っていま

す。財政指標の設定やセグメント分析についても

答弁いただきましたが、ここで資料をお願いした

いと思います。議長の許可をいただきまして、資

料を提示します。 

  数字の羅列になるので非常に見にくいのですが、

上の部分、例えば将来負担比率というところです。

これは令和元年から令和５年までまとめてみま

した。米沢市とあとは今回例として人口規模など

から鶴岡市と南魚沼市、あとは個人的にベンチマ

ークしている西川町と山形市も入れてみました。
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何が言いたいかというと、例えば将来負担比率は

本市で過去５年で見ると40％台、コロナの２年間

は若干高くて47％ですが、大体41％から45％とい

う数字です。これも先ほど壇上で話があったよう

に、指標として目指しているものではなくて、結

果としてそうなったということだと思いますが、

この辺の数字はいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 確かに、将来負担比率ですと

か経常収支比率など、目安として考えているポイ

ントの数値というのは幾つか存在するものでご

ざいます。ただ、こちらについてどの程度の数字

になればいいのか、どの程度の数字だと駄目なの

かという基準につきましては、国で示しているも

のはなかなか大きかったり少なかったりという

ものがあって、その中に入っているということは

確認しているところでございます。 

  やはり実際の今の状況だけではなく、増加の仕

方、減少の仕方など、そういったところについて

は目を光らせている状況でございますけれども、

先ほど壇上でも申し上げましたとおり、今のとこ

ろ特にそれにとって危険性があるとか、それ以外

のここは伸びている部分ではあるかという数字

については、まだ捉えられるような数値が出てい

ないというのが現状でございます。ただ、そちら

についてのウオッチは続けていくべきだと考え

てございます。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） 今、神保部長からいただ

いたように、結果的にそうなったけれども、押さ

えている数字は具体的ではないにしろあるとい

うところだったと思います。何が言いたかったか

というと、今まちづくり総合計画（案）が出てい

ますが、総合計画は10年の計画になります。今後

10年の将来負担比率も、今出ていたみたいに40％

台を目指すのか、あるいは本当に50％とか、90％

を超えてもいいのか、あるいは30％まで抑えるの

か。どこを目指すかによって、総合計画やそれに

付随する実施計画の中身も変わってくるところ

があるのではないかと思うのですが、その辺のお

考えはいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 確かに総合計画、10年先の計

画を立てるに当たって、そういった数字がどこま

で伸びていくのか、どこまで減っていくのかとい

う指標としては、そこを検討していくのは必要な

ことであるかと思います。ただその前に、様々な

そういった計画については、行政としてやらなけ

ればならないこと、やる必要のあること、ニーズ

のあることということも基本になるところでご

ざいます。そういった様々なニーズ、もしくは行

政としてすべきことを考えた上で、その場合この

数値はどれぐらいになるのかということがどこ

まで見込めるか、そのために財源がどこまで出る

のかとか、そうした精密な調査が必要になるので、

そこまでのことをこの計画の中に載せられるか

どうかということも含めて研究してまいりたい

と思います。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） 研究していく必要がある

ということでした。 

  続いて、次の資料の提示もお願いします。同じ

ようにもう一つ資料をつくってみました。比較し

た自治体は同じですけれども、人口1,000人当た

りの職員数を比較したものです。これは数字を並

べただけなので、ここから本来は分析が必要です

けれども、さっき神保部長がおっしゃっていたよ

うに、いろいろな状況の中で様々考えなければい

けないのだけれども、実際的に目標としていた指

標は一つだけですよね。先ほど議会答弁でいただ

いたところは、数字的なところは経常収支比率だ

けでしたかね。95％というところだけだったと思

います。なので、ここら辺を目指すという指標は

もっとあっていいと思っています。 

  先ほど提示した人口1,000人当たりの職員数も、

もう一度見せていただいてもいいですか。何を言
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いたかったかというと、これは数字を並べただけ

なのですけれども、米沢市は例えば令和５年、７

万人の人口がいて、職員数が正規で517人いらっ

しゃって、6.7人で回している。なので、ほかの

自治体と比べれば、実は少ない職員数の中でやっ

ているということが言えるかもしれない。可能性

としてあるということです。なので、今後10年人

口が減っていく可能性がある中で、どのぐらいで

回すのかというのも指標としてあっていいので

はないかという思いでこの資料を提示しました。 

  もう一つ資料をつくっていますので、そちらも

提示をお願いします。実質公債費比率の話です。

これも小さくて、拡大していただけるとありがた

いです。先ほど壇上でも少し話がありましたけれ

ども、本市は７％から８％で推移しているわけで

すが、今後この10年でどのくらいの数字を目指す

のか、こういったところも大体多分押さえている

ところは７％から８％なのだろうということは

分かりますけれども、それを実際に明文化といい

ますか、庁内で共有するとか、そういう部分は実

際どうなっているのかお伺いいたします。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 まず、人口1,000人当たりの職

員数ということでお示しいただきました。確かに

米沢市としては1,000人当たり７人未満といいま

すか、６人台ということで近年は考えているとこ

ろでございます。ただこちらの職員数につきまし

ても、やはりこの期間の間にどれだけの事業を行

うということも考えながら採用計画などもつく

っておりますし、またあと、この数字だと恐らく

会計年度任用職員などは含まれていないものに

なるのかとは思っております。実際の人数という

ことももちろん重要な要素でありますけれども、

どれだけの人件費がかかるのか。少ない人件費を

目指すというわけではないのですけれども、やは

りあまり過度にはならないようにということで

考えながら職員数については配置しております

し、実際に足りない、こういった新しい業務が出

るというときには、そこに職員であったり会計年

度任用職員であったりの配置などはその都度検

討しているところでございます。 

  またあと、実質公債費比率につきましてですけ

れども、こちらは確かに結果として８％前後とい

うことでここ近年推移しているところではござ

います。こちらは、国の言う目安としては、これ

が18％を超えると地方債の発行の際に総務大臣

の許可とか、そういったいわゆるデメリットとい

いますか、ペナルティーのようなものは存在しま

す。ただこれについて、18％ぎりぎりまでいって

いいのかということではないと思いますし、現状

ここまで何年かの事業を続けるに当たってこう

いった結果が出ております。それに対して、減少

はいいのですけれども、急激な増加などが起こら

ないように、この程度の数字をキープすべき様々

な財政的な手だてを加えていくということが肝

要かと思っております。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） ありがとうございます。

ここまでいろいろ見ていただくと、財政課だけで

はなくて政策企画課も本当は関わっていく必要

があると思っています。財政的な部分と、あと今

後10年の計画も含めて、本当にトータルで見てい

く必要があるのだと思います。 

  今回、５月27日の総務文教常任委員会と、あと

６月２日の市政協議会で出された米沢市公共施

設等総合管理計画に係る事業実施状況について

報告がありましたが、旧学校利用施設、廃校に関

わる所管課が財政課と政策企画課になったと思

います。その部分は、私自身はとてもよいことだ

と思っています。こういった動きは、今後所管課

が２つになるというのは可能性として考えてご

ざいますか。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 今回のケースにつきましては、

今年度から政策企画課でも公共施設について考

えていただくという変更でございました。議員が
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おっしゃるとおり、最近の行政の業務が多様化す

る中で、今までも横の連携という中でそういった

相談であったり打合せなどを行いながら、それぞ

れの情報を得ていたところではございます。しか

し、これから今年度のこの例のように、様々な組

織の連携というのを目に見える形でつくってい

くということは必要で、これからもあり得るとは

考えているところです。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） ぜひそこはよろしくお願

いします。 

  続いて、固定資産台帳の活用のところを御答弁

いただきました。今後、米沢市公共施設等総合管

理計画の話も出ましたが、実際これはもう個別施

設の有形固定資産減価償却率（老朽化判断指数）

などは、もう予算編成には間に合わないけれども、

こういった計画にはもう生かしているという認

識でよろしいですか。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 様々各種計画の中で、それぞ

れの施設についてということでは検討は加えて

ございます。ただ、全体的に全ての施設について

目を配れているかというと、そうでない部分も正

直あるところでございます。特に、先ほども申し

上げましたけれども、様々なニーズでありますと

か、償却期限の切れそうなものとか、そういった

ものを中心に検討していっているというのが現

状でございます。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） おっしゃるとおり、本市

は資産がたくさんありますから、メインのところ

からというのは理解するところです。私も市議会

議員として議席をいただいてから、あそこの施設

は修繕したらいいのではないかとか、あそこの設

備は建て替えたほうがいいのではないかという

話を、いろいろ御意見をいただきます。やはりた

くさん資産がありますから、個々の施設の状況だ

けでは、そこの施設に本当に投資をしていいのか

どうかというのは判断できかねると思います。そ

のときに、優先順位をつけてトータルの中で判断

できるようなことがいいと思っております。 

  その中で、さっき話に出たセグメント分析とか、

あとは個別施設の有形固定資産減価償却率、どの

ぐらい古いのかという指数を判断する際の根拠

にしていると思いますし、これからも大事だと思

っています。例えばスポーツ施設とか文化施設、

これに指標を設定して、例えば市民１人当たりの

利用回数がどのぐらいかとか、費用がどのぐらい

か、資産価値はどのぐらいかというのを一覧にし

て比較検証できるような形にできないかどうか、

もしくはもう既にやっているかどうかお伺いい

たします。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 各施設の利用状況ということ

については、まだしている状況ではございません

けれども、例えば利用人数でありますとか、あと

は収入でありますとか、そういったところを個別

に精査することで、施設改修などの優先順位に生

かすことができるということでは、こちらでも今

研究を進めているところでございます。 

  ただ、やはり例えばスポーツ施設と文化施設で

は、同じ人数であってもそれはまた違う指標にな

るわけで、そういったところで標準的な指標がな

いか、もしくは標準的な指標ということは求めず

にそれぞれで考えるべきなのかということも含

めて、現在様々な数値を集めながら研究している

ところではございます。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） おっしゃるとおりで悩ま

しいところはたくさんあると思うのですけれど

も、今資産は負債の３倍ぐらいありますから、や

はりそこを減らしていく、不動のものを減らして

いくという努力は本当に必要になってくると思

います。よろしくお願いします。 

  続いて、秘湯についてお伺いいたします。 

  議長の許可をいただきまして、まず実際の被害
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の状況、写真を用意したので共有します。ありが

とうございます。許可を得ておりますので、あえ

て名前を出しますと、大平温泉の現場です。こち

らは、駐車場に車を置いて少し旅館まで歩くわけ

ですが、その間の道です。資料右側が崩れている

のが分かります。 

  ２枚目をお願いします。 

  左側が先ほどの土砂崩れの現場を近くで撮った

もの、真ん中と右側は旅館の中の状況です。雪の

重みで建物自体が下に押されて、柱が曲がってい

ます。柱は建物の中で一番大事な部分ですから、

構造的な損傷ということです。ここが壊れると、

建物全体に相当影響が出ていますし、今後も出て

くるということです。 

  資料ありがとうございます。 

  質問に入りますけれども、先ほど間接的な支援

の部分があったかと思います。融資の話などもあ

りました。その部分なのですけれども、もう少し

具体的に融資の部分と、あとはそのほかの部分、

もう一度御答弁いただいてよろしいですか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 県で用意しています観光振興

資金というのがございまして、そちらは低利で今

年利が1.5％になっております。設備投資の場合

ですと、最大３億円まで融資を行いまして、それ

に保証料がかかるものですから、保証料について

は各事業者で期間等々ありますので、安くて

0.5％から最大で多分1.8％ぐらいになるのです

が、その60％については、県と、市内の旅館・ホ

テルであれば米沢市が補助を出すという形にな

っておりまして、なかなかゼロゼロ融資をコロナ

禍のときに借りている旅館も多かったものです

から、引き続き融資というのはなかなか心苦しい

のですが、それ以外になかなか行政側での支援は

今のところないところであります。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） 了解しました。今こうい

った被害があったことに対して、先ほど産業部長

にも答弁いただきましたけれども、直接的に手だ

てできるような、民間になりますので難しいとこ

ろがあるのだろうと思います。例えば基金などに

ついても、直接手だてできるような基金は今現状

ないと思っています。観光に関しては宿泊税、こ

れから勉強して検討を始めるということでお聞

きしておりますから、今すぐ基金を使うというこ

とも現実的でありません。 

  そこで、お伺いしたいのが森林環境譲与税です。

例えば秘湯については山に囲まれていますから、

今回の大雪の影響、そしてこれから梅雨に入りま

すから、大雨の影響もかなり大きく受けます。そ

れらの多くは、囲まれている山の整備が行き届か

ないことも一つの原因です。そういった意味で、

森林環境譲与税などは使うことができるものか

どうか、お伺いいたします。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 森林環境譲与税につきまして

は、法律で使途が定められております。森林の整

備に関する施策と、あと森林の整備の促進に関す

る施策ということで、こちらは人材育成とか、木

材利用の普及になりますが、議員がおっしゃった

とおり、そういう災害を未然に防ぐための伐採と

かについては対象となっております。ただ現在、

市で直接そういう防災目的で森林整備、伐採等は

行っておりませんので、現在、活用事業の一つと

して森林保育推進事業費補助金というのを設け

ております。この補助金につきましては、森林組

合や森林所有者等が間伐とか、作業道の整備等に

対して支援を行うものでありまして、そちらは活

用可能ですので、もし詳細について知りたいとい

うことであれば担当課で御相談に乗りますので、

ぜひよろしくお願いします。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） 今の御答弁だと、所有者

かあるいは団体があって、その所有者あるいは団

体の中で優先的に被害があった場所の山に使う、

整備に使うということは、可能性として問題ない
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ということでよろしいでしょうか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 民地になりますので、森林の

所有者の了解をいただいて、そこら辺を森林組合

ということで対象にはなりますので、どういった

範囲でどのようにするかというのは詳細な要件

がありますので、それについては担当課とすり合

わせさせていただければと思います。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） 承知いたしました。 

  続いて、第４期米沢市観光振興計画について御

答弁いただきました。この計画は、令和７年度ま

での計画になります。次期観光振興計画に向けて、

今検討に入っている状況だと思います。次期計画

の中では、秘湯を含む八湯に関する取組はどのよ

うなものを考えていらっしゃるかお伺いいたし

ます。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 議員がおっしゃるとおり、今

年度、次期観光振興計画について現在準備を進め

ております。外部委員の方々に様々御意見を頂戴

して計画をつくる予定でありますが、当然米沢八

湯につきましては、白布温泉や小野川温泉といっ

た温泉街のほかに、あと秘湯と呼ばれる、先ほど

言いましたそういう一軒宿まで様々個性的な温

泉が多く存在しますので、本市の重要な観光資源

でありますので、今期の観光振興計画の評価を踏

まえまして、どのような策がそういう発展につな

がるのかということと、あとは観光施策として何

が有効なのかというのは、八湯会からも御意見を

頂戴しながら、今年中に策定を進めてまいりたい

と考えております。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） 八湯の方の御意見もいた

だきながらということだったと思いますが、コロ

ナで実施できなかった２つの事業に関しては、こ

れからの次期計画に含むかどうかという話はど

のような形で進んでいらっしゃいますか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 コロナ禍が一番の原因だった

のですが、そのほかにも一時休館していたところ

もあったものですから、なかなか実施に至らなか

ったということがありますので、それにつきまし

ては今後どういったものができるかも含めて、八

湯会とも協議を進めてまいりたいと考えており

ます。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） では、秘湯について、最

後に市長にお伺いしたいと思っています。秘湯に

ついて、本市でいいますと、先ほど大平温泉、五

色温泉、滑川温泉、姥湯温泉、新高湯温泉、秘湯

という区分になると思いますが、まず行かれたこ

とはございますか、お伺いいたします。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 ありがとうございます。宿泊をし

た経験は残念ながらないのですけれども、いずれ

の温泉にもお伺いして、周辺を散策したり、お湯

に入らせていただいた経験はございます。 

○島軒純一議長 髙橋千夏議員。 

○４番（髙橋千夏議員） 宿泊はないけれども、お

湯をいただいたということでした。さきの質問に

もありましたが、今年の大雪で相当深刻な影響を

受けています。今年は大雪だったからもちろん大

きく被害はあるけれども、毎年修繕費がかかって

いる状況です。これは、米沢市のまちの個性の一

つとしてとても私は大事な場所だと思っていま

す。そういった部分、今後の整備なども含めて市

長のお考えをお伺いして、私の質問を終えたいと

思います。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 昨年の大雪により深刻な被害を秘

湯それぞれが受けたということは、大変憂慮して

いるところであります。秘湯に限らず米沢八湯は

本市の誇る貴重な観光資源でありますし、私の個

人的見解ではありますけれども、山形県内の35市

町村の中で米沢の温泉というのは間違いなくト
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ップ水準だと自信を持って言えると思っていま

す。また、特に秘湯は、その周辺の自然環境も相

まってすばらしい魅力を持っていると認識して

おりますし、観光においての今後も大変大きな強

みだと確信しております。 

  そういったことから、先ほども建設部長が答弁

したとおり、災害復旧に関しましては可能な限り、

公共性が認められる場合でございますけれども、

法令の許す範囲でそれを拡大解釈して復旧を支

援してきたところであります。昨年それほど市内

は雪がなかったのですけれども、大平温泉で道が

崩れたという話がございました。のり面が崩れた

というときがございました。このときも当時の安

部産業部長とも相談して、市が補助すると。私道

でありましたけれども、ここは法令を拡大解釈し

て直接的に補助したということもございます。そ

うしたことを今後も続けなければいけないと思

いますし、可能な限り支援してまいりたいと思い

ます。議員が御指摘のとおり、財政的な検討も進

めなければいけないと、こういう認識を持ってい

るところでございます。 

○島軒純一議長 以上で４番髙橋千夏議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 １時５８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ２時０８分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、人口減少に打ちかつ都市計画の推進を、

10番相田克平議員。 

  〔１０番相田克平議員登壇〕（拍手） 

○１０番（相田克平議員） 至誠会の相田です。 

  この議場で一般質問を行うのは初めてなのです。

現在、この議場にいらっしゃる議員の中では一番

最後の初体験者ということになります。調べてみ

たところ、以前の庁舎の本会議場で行った一般質

問から４年９か月と６日ぶりということで、

1,740日ぶりということです。柄になく緊張して

おりまして、質問席に座ったのは初めてだったの

で、市長が近いなと今さらながらメートルが上が

っているところでございます。伝わりにくいこと

もあるかと思いますが、どうかそういう場面は議

長の許可を得て、反問権を行使いただければと思

います。 

  では、早速質問に入ります。 

  私の質問は、人口減少に打ちかつ都市計画につ

いてです。 

  高齢化と人口減少の影響が様々な形となって市

民生活に影響を落としています。地元スーパーの

廃業により町なかに買物難民が生まれたり、診療

所不足により隣町の小児科に通う方が増えたり、

ドライバー不足の影響で駅で１時間タクシーを

待ったという声も耳にします。 

  どれも今を生きる私たちにとって大きな問題で

すが、これは今後の米沢市を考えれば今はまだ氷

山の一角でしかなく、いわゆるバタフライエフェ

クトとなって将来市民生活崩壊につながるよう

な深刻な局面を生み出すのではないかと心配し

ています。 

  市民生活を支えるスーパーや診療所などの民間

活力や都市機能の誘致は、人口減少に比例し、難

しさが増すと言われています。人口減少が進み、

医療や買物環境が悪化する今、将来にわたり安心

して住み続けられるまちの姿を示し、目指すビジ

ョンの実現へ向けて市民と行政が一体となった

取組を一刻も早く進めていかなければなりませ

ん。 

  昨年の６月定例会、佐野洋平議員の一般質問の

際、市内各所に出店ラッシュとなったドラッグス

トアチェーンの出店状況への感想を問われた市

長は、異常を通り越してもはや異様と表現され、

本市の一等地、中心部の旧デパート跡地へのドラ
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ッグストア建設について、当時の市があえて言え

ば放任した点にあったと考えますと答弁されて

います。加えて、「同時期に山形市の旧大沼デパ

ート跡地について、佐藤山形市長がリーダーシッ

プを発揮し、市が関わり、現在も山形市が積極的

に中心市街地の再開発に関わっている現状と今

の米沢市の姿は対照的であります」とも答弁され

ています。私は、思いのほか踏み込んだ答弁をさ

れた市長に深く感銘を受け、期待せずにはいられ

ませんでした。 

  私自身、これまで何度となくこのテーマを取り

上げ、警笛を鳴らし、質問をぶつけ、提案してま

いりましたが、残念ながら危機感を感じられない

答弁とスピード感のない事業展開が続いてきま

した。財政上の理由ももちろんあると思います。

過去の大きな失敗の経験から慎重になり過ぎて

いる面もあるのかもしれません。しかし、もはや

このまちにとって猶予はありません。放任を続け

た結果失ってきたものを取り戻し、安心して暮ら

し続けられる米沢市を築くために、近藤市長には

ぜひ強力なリーダーシップを発揮し、民間活力を

呼び込みながら本市の持続性向上のための都市

計画事業を力強く進めていただきたいとの願い

を込めて、質問に入ります。 

  まず、第１点目、本市の都市計画及び立地適正

化計画が目指すビジョンと現状の評価はです。 

  本市都市計画における将来あるべき姿とはどう

いうものでしょうか。時代に合わせて見直しを重

ね、人口減少下の現在は米沢市立地適正化計画に

も取り組んでいますが、ビジョン実現へ向かって

いるのか。まず、本市の都市計画及び立地適正化

計画が目指すビジョンと現状への評価をお知ら

せください。 

  次に、新総合計画の中で都市計画の位置づけと

方向性はです。 

  新総合計画の策定が進んでいますが、その中で

本市の都市計画はどのように位置づけされてい

くのか。また、都市計画マスタープランや立地適

正化計画との整合性を図る必要がありますが、新

たに示される方向性があるのか。その場合、どの

ような手順で各種計画に落とし込むのか、お聞き

したいと思います。 

  先日、議会に示された新総合計画（案）の中で

は、都市づくりの方向性として、基本方針の中に

「人口減少社会にあっても持続可能なまちを目

指し、生活サービス機能や居住を集約・誘導しな

がら、それらと連携した公共交通ネットワークを

形成するコンパクト・プラス・ネットワークのま

ちを推進します」と書かれています。その上で、

「土地利用のための誘導や規制を行いながら、民

間と連携したまちを推進します」とも書かれてい

ます。 

  主な土地利用の考え方の中では、「市街地の中

心部において、公共的施設を核とした低未利用地

等の有効活用を官民連携で進め、まちなかでの消

費と投資を喚起します」、また、「松が岬公園を

中心として、歴史・文化・観光の拠点づくりや景

観形成に努め、風情あるまちなみづくりを進めま

す」と書かれています。 

  おおむねこれまでの都市計画マスタープランや

立地適正化計画との整合性が図られていると感

じましたが、例えば新産業団地については新たな

項目であり、都市計画上落とし込む過程で今後ど

のような手順が必要になってくるのかお知らせ

ください。 

  次に、都市再生整備計画・都市構造再編集中支

援事業の評価と今後の課題はです。 

  現在進行中の両計画の成果と評価、今後の課題

をどう捉えているのでしょうか。正直申し上げる

と、この質問の前提として私は、これらの計画は

これまで実施したいと思っていたけれども予算

がなくてできなかった、棚上げしてきたものを並

べたという感じの印象を持っています。財源を確

保し、事業実現につながっている面は評価してい

ますが、本来の両制度の趣旨や目的とは乖離を感

じています。 



- 125 - 

  まずは、本市が考える都市再生整備計画や都市

構造再編集中支援事業の成果と評価、今後の課題

についてお聞かせください。 

  その上で、１点目、目指すビジョンの実現には

民間企業や住民の参画が不可欠ですが、冒頭申し

上げたとおり、民間活力の導入や都市機能の誘致

は人口減少に比例し難しさが増すことは明白で

す。人口減少が進み、医療や買物環境が悪化する

今、目指すビジョンの実現へ向けた居住誘導や都

市機能誘導につながる取組を急ぐべきと思いま

すが、具体的なものがあればお知らせください。 

  さて、都市計画を進めるためには予算が必要で

あり、市民生活を支えていくためにも税収確保は

大切です。人口減少下で市税収入の維持という視

点でいえば、納税者数は減っていっても土地の面

積が減ることはありませんので、産業振興に力を

注ぎ市民所得を増やすとともに、安定財源と言わ

れる固定資産税収入の維持向上がより重要にな

ってきます。地価の維持向上策は、財政上これま

で以上に重視すべきと私は考えます。 

  ここで議長の許可を得て、グラフをお示しした

いと思います。まず、１つ目は、人口推移です。

平成17年から令和５年の住民基本台帳の人口推

移を下限５万人でグラフ化したものです。９万

3,000人台から７万6,000人台へと19年で約18％

減少しています。このグラフを皆さんに見ていた

だく目的は、減少傾向がほぼ一直線であるという

ことです。 

  次のグラフをお願いします。 

  ２つ目は、５年ごとに行われる国勢調査のデー

タから抜き出した本市のＤＩＤ人口、人口集中地

区の人口と、ＤＩＤ人口密度の推移です。青いラ

インが示すＤＩＤエリア内の人口は、平成17年か

ら令和２年の15年間で約11％減少しています。オ

レンジのラインはＤＩＤエリア内の人口密度で

すが、15年で12％の減少となっています。見てい

ただきたいポイントは、平成27年から減少傾向が

加速しているという点です。人口減少と比べると

どちらも穏やかに見えますが、そもそももともと

高い数値ではないので、一見穏やかに見えても、

ある日突然閾値を超えて急速に下がるリスクを

抱えていると考えます。 

  次のグラフをお願いします。 

  ３つ目のグラフは、本市の固定資産税収と宅地

の評価額です。市税収入のおよそ半分を占める固

定資産税は、多少の増減を繰り返しながら約１割

減少している一方、宅地の評価額は、平成17年に

約2,800億円台あったものが令和５年には1,700

億円台までとなっており、およそ４割も減少して

います。宅地評価額については、平成26年から平

成27年頃から減少傾向が少し穏やかになってい

るのがポイントです。 

  次のグラフをお願いします。 

  ４つ目のグラフは、これまで示したデータを全

て一元化したものですが、人口はほぼ一直線で減

少している中で、安定財源と言われる固定資産税

収入は多少の増減を繰り返し、穏やかに減少して

きたこと、固定資産税額を左右する宅地の評価額

は４割も減っていますが、人口減少に比例し減少

してきた波が、町なかへの図書館整備構想が発表

された平成26年、平成27年あたりから穏やかにな

ったこと、しかし、一方でＤＩＤ地区の人口密度

の減少速度が加速していることから、居住の周辺

部への遠心力はいまだ働いており、町なかのスポ

ンジ化が加速していることが読み取れると思い

ます。 

  次のグラフをお願いします。 

  最後のグラフは、国勢調査実施年度である平成

17年と令和２年を比較した各データの減少率で

す。危機感を分かりやすく伝えるために、右端に

出生数の減少率も表記しました。15％、16％、11％、

36％、40％という減少率になっております。安定

財源である固定資産税収の減少は人口減少より

穏やかですが、宅地の評価額の減少率がどれだけ

危機的に減少しているかを感じていただければ

と思います。 
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  資料ありがとうございます。 

  これらのグラフでお伝えしたかったのは、少子

化と人口減少が続き、様々な数値で減少傾向が続

いていますが、宅地の評価額は人口減少をはるか

に上回る勢いで減少しているということです。近

年は地価下落の傾向も穏やかにはなっています

が、このまままちのスポンジ化が加速していけば、

暮らしに必要な買物や医療の環境はどうなって

いくのか。効率が低下していく中で上下水道料金

はどこまで値上げする必要があるのか。１人当た

りの除雪費の負担はどうなっていくのか。答えは

明白です。これらの問題への対策として、居住や

都市機能の誘導、集約を急がねばなりません。 

  効率性や利便性を確保し、発展性と持続性を確

立するための都市計画であり、用途地域の設定で

あるはずです。強制的な住み替えは難しくとも、

人口減少時代であっても都市の持続性を高める

ための立地適正化計画ですから、少なくともＤＩ

Ｄ人口や宅地の固定資産税収などデータが具体

的に改善していくことが求められているわけで

す。 

  狙いやビジョンは市民と共有できているでしょ

うか。都市機能や居住の誘導を図るために今何を

すべきか真剣に考え、危機感を持って迅速に進め

ることが求められています。 

  そこで、２点目の質問です。 

  国交省が提唱しているように、ウオーカブルな

まちの整備や町なか空間の高質化などを図り、暮

らしやすい、住んでみたい、歩いてみたいと思っ

てもらえる都市空間の整備をすることで、市民の

資産価値向上と固定資産税収の維持向上を目指

すべきですが、現在本市に具体的な施策はあるの

かお答えください。 

  次に、３点目の質問です。 

  私はこのまちにはバスが必要だと、選挙は公共

交通ワンイシューで戦ってきています。しかし、

これは交通弱者対策を主に求めているわけでは

ありません。一家に何台もの自家用車が必要なま

ちを卒業することで、市民の可処分所得を増やし、

ＱＯＬを向上させるとともに、市内経済と本市財

政に好循環の流れを生み出すことを目指してい

るものです。 

  開発行為や道路の拡幅には大きなお金が必要で

すが、人の流れは公共交通によってデザインする

ことができます。そして、公共交通の結束点では

一般的には利便性と地価が比例しますので、地価

の維持向上が期待されます。車がないと生活でき

ないおかげで、車両費、ガソリン代、保険などで

市外に出ていっていたお金を市内にとどめ、市民

の皆さんのよりよい暮らし方を可能にする公共

交通体系を実現することは、市内で回るお金を増

やし、暮らしやすさの向上から居住意欲を高め、

誘導エリア内の人口増と地価の維持向上を実現

させ、固定資産税収の維持向上へとつながるので

はないでしょうか。それは都市計画事業推進のた

めに必要な予算の確保にもつながる、また、本市

財政上、好循環を生み出せると信じています。 

  そこで、お伺いします。 

  公共交通は、現在どちらかといえば交通弱者対

策に偏っていると私は感じていますが、都市政策

として戦略的整備を進めることで都市機能や居

住誘導につなげるべきと思いますが、できていま

すか、お答えください。 

  最後に、ナセＢＡオープンから10年となる来年、

隣の未利用地に新産業会館がオープンすること

が決まりました。これは、10年ぶりに町なかに変

化が生まれるチャンスです。長年取り組んできた

中心市街地活性化の取組、その基本計画事業は令

和２年度には終了していますが、米沢市中心市街

地活性化基本計画が目指したものは今後どうな

っていくのか、お知らせください。 

  以上で演壇からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

  〔石川隆志建設部長登壇〕 

○石川隆志建設部長 私から、相田議員の御質問に

ついてお答えいたします。 
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  初めに、（１）本市の都市計画及び立地適正化

計画が目指すビジョンと現状の評価についてで

すが、本市では、令和２年に都市計画マスタープ

ラン、立地適正化計画を策定・発表しております。

両計画につきましては、目指すべき都市の将来像

や都市計画に関する基本的な方針を示し、健康で

安全・安心に暮らせる、魅力あふれる交流拠点都

市を目指し、都市構造の見直し、医療、福祉、商

業等の生活サービス機能や居住の維持、誘導、そ

れらと連携した公共交通などについての基本方

針を示し、持続可能なまちづくりの実現を目指す

ものとなっております。 

  立地適正化計画では、基本方針として、効率的

で持続可能な集約型の都市づくり、２つ目、暮ら

しに密接する都市機能が確保された都市づくり、

３つ目、安全で安心な人にやさしい都市づくりと

いう基本方針を掲げ、計画の実現に向けた施策を

推進していますが、策定からおおむね５年が経過

することから、目標値の達成状況等を点検評価し、

現在、計画の見直しを行っているところでありま

す。 

  立地適正化計画の具体的な数値目標の１つ目で

ある人口減少・少子高齢化への対応については、

居住誘導区域内の人口密度を指標にしており、策

定時の基準値は１ヘクタール当たり35.3人とな

っており、２つ目である公共交通ネットワークの

維持・充実については、バス等の公共交通の市民

１人当たり年間利用回数を指標としており、基準

値は3.4回となっておりました。現状値について

は現在分析しているところですが、人口集中地区

の人口密度は減少しており、新型コロナウイルス

後のバス利用者数も減少していることから、いず

れも減少が見込まれております。 

  また、誘導区域の地価や空き家件数など、その

他のモニタリング項目においても、地価の推移や

空き家実態調査の結果を鑑みると、全体的に悪化

傾向にあるところですが、立地適正化計画は20年

の計画期間であり、成果が発現するまでは長期間

を要することから、これまで推進している施策の

さらなる取組の強化が必要という評価となる見

込みです。 

  次に、（２）新総合計画の中で都市計画の位置

づけと方向性はについてですが、まず、新総合計

画の中で本市の都市計画はどのように位置づけ

されていくのかについてですが、新総合計画は本

市の最上位計画として、目指すべき将来像の実現

に向け、市政を運営する基本的な考え方を示す役

割を担うもので、まちづくりの特定の分野に関す

る個別計画の指標となるものとし、都市計画マス

タープラン及び立地適正化計画は、新総合計画の

内容を具体化、補完するものとしております。 

  このたびの新総合計画においては、令和２年に

策定した都市計画マスタープラン、立地適正化計

画と整合を図りながら策定される予定となって

おり、本市の都市づくり、土地利用の方向性等の

指標が位置づけられるものとなりますが、人口減

少・高齢化が進行する中、日々多様化するニーズ

に対応して、より質の高いコンパクト・プラス・

ネットワークのまち・官民連携でのまちづくりを

推進してまいります。 

  続いて、新総合計画の中で、新たな方向性とし

て新産業団地の整備とあるが、都市計画としてど

のように進めていくのか、その手順についてです

が、都市計画マスタープランでは、東北中央自動

車道米沢北インターチェンジ周辺は、広域交通ネ

ットワークの優位性及び産業拠点形成の開発ポ

テンシャルを考慮しながら、計画的な産業系土地

利用を検討すると位置づけており、都市計画区域

内で農業振興地域などほかの土地利用規制が解

除される土地の区域については、都市における秩

序ある土地利用を実現する観点から、新産業団地

整備基本方針及び今後策定予定の基本計画を踏

まえ、用途地域等を指定し、必要な土地利用コン

トロールを行う必要があります。 

  用途地域を都市計画決定する場合は、市が決定

主体となりますので、市で原案を作成し、関係機
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関との調整を経て、説明会・公聴会を開催し、そ

の後、計画案の縦覧、都市計画審議会に付議した

後に都市計画として決定される手順となります。 

  続いて、（３）１点目になりますが、都市再生

整備計画及び都市構造再編集中支援事業の評価

と今後の課題についてですが、都市構造再編集中

支援事業については、国土交通省が所管する補助

事業であり、その交付対象は、都市施設等の箱物

整備を含めた多くの補助メニューが設定されて

おり、まちづくりに必要なソフト事業も支援でき

る上、基本となる補助率が２分の１であること、

間接補助が可能であることなど、市町村にとって

大変有利かつ使いやすい補助事業となっており

ます。 

  この事業を申請するために定めておく必要があ

るものが都市再生整備計画であり、あらかじめ補

助事業に関わる目標や事業内容を示した計画と

なっております。本市においても、令和３年度か

ら令和７年度の５か年間を計画期間として策定

し、都市構造再編集中支援事業を活用していると

ころです。 

  具体的な目標として、１つ目に、地域での健康

な暮らしを支えるまちづくり、２つ目に、地域の

子育てを支援する住みよいまちづくり、３つ目に、

密度の高いコンパクトなまちづくりを掲げてお

ります。 

  目標を定量化する指標についての評価は、今年

度以降に行うことになりますが、基幹事業である

米沢市立病院、三友堂病院新病院の整備による医

療拠点の確立、子育て世代活動支援センターの

「くても」の整備による子育て支援拠点の確立は、

大きな成果と捉えております。そのほかにも、道

路空間を高質化し、回遊性向上を図るための道路

の環境整備や公共交通に関する周知啓発などを

実施し、コンパクトなまちづくりに向けた取組を

推進できたと評価しております。 

  今後の課題としては、都市構造再編集中支援事

業の要望額に対しての内示率が低下しており、本

市は今年度約75％でしたが、全国的には50％程度

になっている自治体もあることから、本市の取組

に対する評価が高かったものとして捉えており

ますが、計画に沿った整備や事業ができていない

ことが課題となるため、将来に向けて本事業に代

わる補助事業や交付金等の活用を検討していく

必要があると考えております。 

  次に、２点目、人口減少が進み、医療や買物環

境が悪化する今、目指すビジョンの実現へ向けた

具体的な取組を急ぐべきではないかについてで

すが、人口減少については、国の政策で掲げてお

ります育児を親のみの責任にせず、出産・育児を

社会全体が支援する子供政策の推進に尽きるわ

けですが、全国で2024年の出生者数が68万6,061

人と70万人を割り込む中、本市でも2024年の出生

者数は337人と、2020年と比べ113人減と深刻な状

況であります。 

  出生率向上の即効薬というものはなかなかなく、

一波動けば万波生ず的な展開が望まれるところ

ですが、まちづくりに関しても同様で、即効薬と

いうものはなく、時間のかかる営みだと考えてお

ります。しかしながら、目指すビジョンの実現に

向けての取組は急ぎ進めていきたいと考えてお

ります。 

  また、都市再生整備計画、都市構造再編集中支

援事業については、第２期を策定中であり、具体

的な取組が進められるよう議論を重ねてまいり

ます。 

  次に、３点目、ウオーカブルなまちの整備や町

なか空間の高質化を図り、暮らしやすい、住んで

みたいと思ってもらえる都市空間の整備により、

市民の資産価値向上と固定資産税税収の維持向

上を目指すべきだが、具体的な施策はあるかにつ

いてですが、中期的な方向性としましては、先ほ

ども申し上げましたが、道路空間を高質化し、回

遊性及び交通利便性の向上を図る道路整備等の

事業を地道に展開しつつ、基本的には公共空間を

活用し、創業するプレーヤーとなる可能性のある
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人たちと官民連携でのソフト事業を中心に取組

を推進し、市街地中心部の魅力・価値の向上を図

ってまいります。特に米沢駅、平和通り、松が岬

公園の動線を主として、その周辺部を含めた低未

利用地の利活用に向けた取組について検討が必

要と考えております。 

  長期的な方向性としましては、ナセＢＡ周辺に

立地する老朽化した公共施設、民間宿泊施設につ

いて将来解体が想定されることから、当該跡地に

ついて面的整備を含めた将来構想の検討が必要

だと考えております。 

  次に、一つ飛びまして５点目、米沢市中心市街

地活性化基本計画は今後どうなっていくのかに

ついてですが、平成23年度に策定しました米沢市

中心市街地活性化基本計画は、令和２年度までを

計画期間として、中心市街地活性化の将来像及び

基本計画のほか、活性化に向けて実施する事業と

して、ナセＢＡや中部コミュニティセンターの建

設、西條天満公園の整備などのハード事業だけで

なく、松が岬公園のライトアップ事業や商店街活

性化事業などのソフト事業も掲載した計画であ

ります。 

  令和２年12月に策定・発表した立地適正化計画

においても、市街地中心部を網羅する形で都市機

能誘導区域を設定し、都市づくりの基本方針、目

標等を明記しております。また、国の支援を受け

る場合であっても、中心市街地活性化基本計画よ

り立地適正化計画に基づく施策展開のほうが多

岐にわたり有利であり、全国的な流れになってき

た状況であったことから、本市としましては、立

地適正化計画を中心市街地活性化基本計画に代

わる計画として位置づけ、運用していく考えであ

るため、中心市街地活性化基本計画の更新は行わ

ない考えを令和３年６月定例会でも報告してい

るところです。 

  私からは以上となります。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

  〔畠山淳一企画調整部長登壇〕 

○畠山淳一企画調整部長 私からは、（３）都市再

生整備計画及び都市構造再編集中支援事業の評

価と今後の課題はの御質問のうち、公共交通の都

市政策としての戦略的整備についてお答えいた

します。 

  本市の立地適正化計画における都市機能及び居

住の誘導と連携し、公共交通ネットワークを形成

するコンパクト・プラス・ネットワークの考え方

を踏まえ、都市機能及び居住誘導区域の設定に当

たっては、市街地の主要交通軸となる鉄道駅及び

バス停からの徒歩圏内とすることなど、居住環境

における公共交通の確保が考慮されているとこ

ろです。 

  その上で、公共交通につきましては、市街地内

のバス路線のダイヤやルートを見直すなど、誘導

区域内の回遊性を高めるとともに、市街地と郊外

部を結ぶ乗合タクシーの導入など、利便性を高め

るための取組を進めることにより、多くの市民が

市街地の都市機能サービスを享受しやすい都市

づくりを目指しているところです。 

  また、このたび、市街地内においてバス停まで

遠くバスを利用できない人がいることや、バスが

運行できない交通空白地域が存在するなど、バス

では賄い切れない交通ニーズに対応するため、自

宅と指定乗降場所を移動することができる「まち

なか定額タクシー」を９月から運行することとし

ております。 

  このような取組を実施、継続し、市街地内にお

ける回遊性をさらに高めていくことで、住みやす

さが向上し、都市機能や居住の誘導につながるも

のと考えております。 

  なお、取組の実施効果については、立地適正化

計画に定める数値目標、居住誘導区域内の人口密

度と公共交通の市民１人当たり年間利用回数を

一体的に点検評価し、適宜その結果を取組に反映

していきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 
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○１０番（相田克平議員） 御答弁ありがとうござ

います。やはり久しぶりだと時間が読めないもの

で、大分長くかかってしまっておりますので、２

回目の質問を少しおろ抜くところが出てくるか

もしれません。 

  まず、新総合計画の部分に少し触れさせていた

だきたいのですが、新総合計画の中では、現状と

課題において土地利用の項目については、居住誘

導エリア内、ＤＩＤエリアの人口密度が年々減少

傾向にあるので、それを何とかしなければいけな

いと書かれているわけですよね。ただ、目標とす

べき指標についていいますと、地価平均というこ

とで２万9,000円から２万9,100円という数字が

載りました。新総合計画の中に居住誘導区域内の

人口密度、または人口などを盛り込んでいくべき

ではないかと思います。 

  これについての考えをお伺いしたいということ

と、あともう一つ、産業団地に関しての手続は理

解しましたが、本市の都市計画、道路計画なども

長年見直されずに、それこそ放任されてきており

ます。一方、下水道計画は令和２年かな、見直し

がされている。私はあのときに都市計画の中でも

様々な部分、ちょうど立地適正化計画とマスター

プランの年でもありましたので、見直すべきだっ

たのではないのかと思っているのです。今後、都

市計画的に見直す計画はあるのか。あるとすれば、

新総合計画の中にその方向性等をきちんと打ち

出すべきではないのかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 現在策定中の新総合計画につ

きましては、成果指標を記載することから、立地

適正化計画において期待される効果を成果指標

として捉え、居住誘導区域内の地価の平均を新総

合計画の中の都市計画・土地利用の目標達成度を

はかる指標として設定したところです。なお、議

員から提案がございました人口密度の将来目標

については、立地適正化計画の中で点検評価を行

い、成果の発現に向けてつなげていきたいと考え

ております。 

  それから、２点目の御質問でございますけれど

も、都市計画などの見直しは行わないのかという

御質問でございました。都市計画道路につきまし

ては、都市の骨格を形成するものであるため、見

直しをする場合、交通量調査を実施して計画交通

量を推計するなど、費用を伴う事業、業務が発生

することから、最上位計画である総合計画におい

て実施計画として掲載し実施することになりま

すので、今後、都市計画道路の見直しに向けた取

組が進められるよう、新総合計画の中でも位置づ

け検討してまいりたいと考えております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○１０番（相田克平議員） 承知しました。お願い

します。居住誘導区域内の地価、さっき壇上から

申し上げたとおりこれは大事な数値だと思いま

す。だけれども、地価というのは、市民の皆さん

にとっては実はあまり関係ないです。言っている

ことが分かりますか。それよりは、やはりこの問

題は、密度が下がってきている、スポンジ化が進

んでいることによって、都市そのものの効率性が

失われているところでございますので、そういう

ところをやはり市民の皆さんと分かりやすく共

有するためにも、私は入れたほうがいいというこ

とを申し上げておきたい。 

  あと、都市計画道路の見直しについては、やは

り手間暇、時間もかかるのは分かりますが、以前

にも議会でお話ししましたが、旧平和通り商店街

のところも、今般、北側に道路拡幅と一部なって

おりますが、もともと南側に10メートル近い都市

計画のラインが引かれていた。そのおかげで再投

資ができないと。要するに建て替えをするときに

高層化とかが図れないという状況を数十年ほっ

たらかしにしてきたわけです。その結果として、

やはり町が老朽化していったということはあり

ます。やはり都市計画というのは、道路計画もそ

うですが、小まめに時代に即応した見直しという
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ものを図っていくことが重要だということをこ

の場では申し上げておきたいと思います。 

  そして、中心市街地の部分については、先ほど

御答弁いただきましたので、立地適正化計画の中

でやっていくということのようですが、その目指

すべき姿はあまり変わらないと思いますが、先ほ

ど申し上げたとおり、新産業会館がもしかすると

多くの学生が利用するかもしれないという機能

を持ってできるわけです。そうしたときに、それ

だけで終わってしまっては非常にもったいない。

隣のナセＢＡと一緒になって活用していただい

たり、あと周辺地域も空き店舗がぽろぽろと目立

ってきておりますが、例えばまだ狭い部分の道路

拡幅も含めて、やはり将来像というものを地元の

地権者の方々と事業者の方々も交えた形で、中心

市街地活性化基本計画があった頃はワークショ

ップなどをやっていたのです。ああいう形をぜひ

実施していただきながら、御答弁にあったエリア

の面的な将来構想なども固めていくべきだと思

いますが、その点についての認識はいかがでしょ

うか。 

○島軒純一議長 石川建設部長。 

○石川隆志建設部長 中心市街地がどうあるべきか、

事業者や地権者等と意見交換等を図るべきでは

ないかという趣旨の御質問だと思いますが、中心

市街地活性化基本計画は令和２年度をもって終

了となりましたが、米沢商工会議所、米沢市、中

心市街地の商店街関係者、有識者等で組織する中

心市街地活性化協議会では、町なかのにぎわいづ

くりのためにイベント支援を行っており、ナセＢ

Ａや西條天満公園等の施設整備等の相乗効果を

図る取組を現在まで実施しております。 

  これから建設されます米沢商工会議所新会館を

含む町なかの公共空間等の活用をするために何

が必要なのか、利用者は何を求めているかなど、

やはり創業するプレーヤーとなる可能性のある

人たちと意見交換しながら、ソフト事業を展開し

ていって、にぎわいの創出、市街地中心部の魅力、

価値の向上を図っていきたいと思っております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○１０番（相田克平議員） ソフト事業だけではな

く、私はぜひお願いしたいということを申し上げ

ておきたいと思います。 

  続いて、企画調整部長にお伺いします。先ほど

御答弁ありがとうございました。一応、事前に少

し事例として富山市のことなどもお伝えしてあ

ります。富山はもともと路面電車があって、その

ライトレールを延伸してそこにフィーダーバス

をちゃんと接続するような形で、過去、自家用車

所有台数は山形県内よりも上回っていたのです。

でも、山形県のほうが上になりましたというか、

少し減ったのです。富山でどんなことが起きてい

るかというと、やはり通勤・通学に使える公共交

通体系ができたおかげで、バスやライトレールを

乗り継いで通勤や通学ができる状況となったこ

とで、仕事帰りや下校時の過ごし方が変わったの

です。市民の暮らしの質が向上したすばらしい事

例だと私は思います。 

  結果的に、10年前までは居住誘導区域内におい

ても転出超過が散見されていたものが、近年は市

街地区域や居住誘導区域内で転入超過が顕著に

なっている。人口誘導が着実に進んでいるそうで

す。その成果として、中心市街地の歩行者数の増

加や空き店舗の減少など、中心市街地の活性化や

にぎわい創出の効果が得られています。注目すべ

きは、平成５年以降、28年間連続して下落してい

た地価が６年連続で上昇し、その結果、固定資産

税や都市計画税の税収が増加するなど、財政状況

の改善にも大きな効果が得られているというこ

とです。 

  このように公共交通については、関連する様々

な施策とともに都市政策として行うことで、市民

のウェルビーイングや都市の持続性を高めるエ

ンジンとなり得る政策だと私は思っているので

す。財政の健全化にも寄与できる有効な手段だと

思います。都市計画的に様々な開発行為、これは
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非常にお金がかかる。富山の場合も、ライトレー

ルの事業については非常にお金がかかりました。

あれは駅の下を通すとか、そういうことをしたか

ら。だけれども、バスを走らせるのは確かに赤字

といいますか、採算性というのはまだまだ難しい

のかもしれませんが、やはり恒常的に通勤・通学

等々にふだん使いで利用できる、少なくとも居住

誘導エリア内だけでもそういうことをしっかり

としていくことで居住誘導につながるのです。都

市の持続性が高まると思うのですが、やはりそう

いったところまで踏み込んでぜひ公共交通政策

というものを今後展開していただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○島軒純一議長 畠山企画調整部長。 

○畠山淳一企画調整部長 都市政策と一体となった

コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり

を進める上で、公共交通ネットワークの構築は大

変重要であると認識しております。公共交通に関

するアンケート調査では、自家用車に対する移動

手段としての依存の高さが見てとれますが、今般

バス路線の見直しや乗合タクシー及び町なかタ

クシーの導入は、一定程度移動手段を公共交通へ

切り替えるとともに、都市機能誘導区域等の活性

化に寄与することが期待されるものと考えてお

ります。 

  バス路線と町なかタクシーそれぞれの特性を生

かし、市街地における公共交通の利便性を高める

ことが住みやすい居住環境につながり、市街地の

魅力向上に資するものと考えているところであ

りますので、都市計画と公共交通を一体的に点検

評価しながら、必要に応じてルートやダイヤ、運

行時間帯などを見直し、公共交通を効率的に運行

してまいりたいと考えております。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○１０番（相田克平議員） 近藤市長になって町な

かも走り出すということについて、私はすごく評

価していますが、一方で、やはり一定程度公共交

通による居住の誘導ということでいうと、少し力

がそがれる部分があるのではないかと考えてい

ます。なので、やはり相反する力も当然出てきて

しまう部分をしっかり計算してコントロールし

て、今後、公共交通政策を進めていただきたいと

いうことを申し上げておきたいと思います。 

  固定資産税収の状況について、先ほど少しデー

タを示させていただいたのですが、ここで総務部

長にお伺いしておきたいのですが、今後も人口減

少が続く本市において固定資産税収はますます

重要度が増すと思うのです。市税の約半分はずっ

と固定資産税収ですから。今回の質問は、都市と

しての持続性を高めるための都市計画事業推進

の加速化を願い質問させていただいていますが、

都市計画事業の予算はなかなか厳しいものがあ

るのか、この間ね。でも、国の制度を使いながら

最近ではいろいろとやっていただいております

が、都市計画で使った予算というのは、固定資産

税収として回収できるという側面、特徴を持って

いると私は思っています。財政の責任者でもある

総務部長として、先ほどのグラフが示す傾向をど

う思うのか。今後、都市計画税の維持向上のため

に何が必要と考えるかをお聞かせいただければ

と思います。 

○島軒純一議長 神保総務部長。 

○神保朋之総務部長 様々な施策によりまして、事

業所、店舗の進出があれば、固定資産税の対象と

なる建造物、償却資産の増加が期待できるととも

に、路線価、地価などの上昇も見込まれ、固定資

産税全体の底上げの効果があると考えます。 

  また、ただ人口減少社会の中で、議員がお述べ

のとおりですけれども、単純な税収増というのは

難しい面もございます。ただ安定税収を維持する

ためには、都市計画事業などが果たす役割は大き

いということは実感しているところでございま

す。様々な有利な財源など、そういったものを研

究していきながら、安定税収、維持向上を目指し

てこの事業を進めることにより、持続可能な税収、

自治体運営に寄与するものと考えてございます。 
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○島軒純一議長 相田克平議員。 

○１０番（相田克平議員） どんな事業も財政課が

という言葉を聞きますので、やはり都市計画上の

事業というものはそういう性質があるというこ

とを御理解いただいた上、将来への投資というこ

とを明確に基本方針として持って、ぜひ進めてい

ただくことをお願いしておきたいと思います。 

  市長にお伺いします。米沢市の都市計画は長い

間時間が止まったままのように私は感じている

のです。昨年の６月定例会で佐野議員への答弁で、

本当に私は踏み込んでいただいてうれしかった

というか、少し議長席で興奮しておりました。な

かなか言える発言ではない、思い切った御答弁を

していただいたと思います。少し放任スタイルが

続いてきたこれまでの市長、市政と異なって、近

藤市長になれば、まちの持続性向上のためにしっ

かりコミットしていただけるのだということを

期待しています。 

  お隣、副市長になられた吉田晋平副市長も、私

もこの間ずっと長いこと中心市街地活性化基本

計画、そして都市計画等についていろいろと議論

させていただいておりましたので、今般、近藤市

長、吉田副市長のワンツー体制になって、やはり

都市計画事業の推進という点では非常に期待す

るところが大きいのです。戦略的かつスピード感

を持って進めていただきたいと強く願っていま

す。人口減少対策の重要性をどのように認識して、

持続性を担保するための米沢市として何をして

いくのか。これまでのやり取りを踏まえて市長の

考え、または感想でも覚悟でも結構でございます

ので、お聞かせいただければと思います。 

○島軒純一議長 近藤市長。 

○近藤洋介市長 相田議員の質疑を拝聴させていた

だきました。まずは、人口減少の対策の重要性い

かにということでありますけれども、本市の人口

は、相田議員もグラフで示されましたけれども、

最新の６月１日時点で、住民基本台帳ベースであ

りますが７万3,845名ということであります。10

年間で約１万人、正確には１万122名減っており

ます。率にして12％、規模感でいいますと東部地

区がなくなったという計算になります。これは衝

撃であります。問題は人口の構成であります。す

さまじいペースで高齢化が進んでおると、こうい

うことであります。 

  でも、議員もお感じのとおり、このままでは地

域コミュニティー、市内に17地区あるわけですが、

この維持も、さらに言えば必要な行政サービスの

提供も難しくなると、このままでいけばというこ

とであります。この人口減少について、いや、こ

れはもう米沢だけではないのだと、山形県もそう

だし、東北全体もそうなのだからこれはもう仕方

がないのだと、あえて言うとさじを投げてしまっ

たら、私は事態はさらに悪化すると、このように

思います。 

  ですから、私は就任直後からこの問題を真っ正

面に受け止めて、この悪い循環を断ち切るのだと、

好循環の米沢という表現をさせていただきまし

たが、この実現に向けた施策の実行に職員の皆さ

んと一緒に取り組んでまいりました。議会の皆様

の御理解もいただきました。 

  特に議員が御指摘の広い意味での都市計画とい

うことでありますが、これは極めて重要でありま

す。なぜならば、都市計画はまちづくりそのもの

でありますし、好循環の土台であり、かつスター

トライン、起点となるからであります。基本的な

考え方は２つであります。第１に、今後少なくと

も15年間は残念ながら人口は減り続ける、15年間

人口は減るのだということを前提にしたまちの

形、コンパクト・プラス・ネットワークと言って

おりますが、これを言うだけではなくて実行する

ということであります。 

  ２番目、外から人や投資を呼び込んでいく魅力

のある米沢、言い換えれば幸福度の高いまちに変

える、そのために中心市街地、そして上杉エリア、

さらには駅前エリアの活性化に向けて具体的に

官民連携で開発行為に取り組むと、こういうこと
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であります。さらに言えば、新産業団地をつくり、

稼ぐ力を高めて、加えて、中高一貫学校を市街地

に設けると、そして活性化するということであり

ます。 

  同時に、これまた相反するようでありますが、

人口が増えることが発展のバロメーターではな

いという、こういう時代にいよいよ米沢は入った

ということであります。すなわちそうだとすると、

逆に一人一人の、マスではなくて個々の幸福度と

いうことを高める地域という姿を、その米沢をデ

ザインしなければいけないと思います。これは非

常に逆説的なのですけれども、一人一人の幸福度

が高まる、そういう形でシフトすると、逆に私は

人口は増加に転ずるのではないかと、このように

も思うわけであります。 

  現在、令和８年度から始まる10年間の新総合計

画を策定中であります。御案内のとおりでありま

す。この中で、具体的に市街地周辺部の土地利用

の基本的な考え方、また５年間の計画というのも

示してまいることになろうかと思います。こうい

う中で、経験が豊富で、幅広くまた高い知見をお

持ちの吉田晋平副市長にまちづくりのプロジェ

クトを統括してもらいたいと、このように思いま

す。都市計画課長、さらに言うと交通政策も企画

の分野で御経験されている吉田さんにお願いし

たいと、こう思っております。 

  これは時間のかかる大変な仕事だと、このよう

に思います。しかし、まちづくりなくして米沢の

再生はないと、こう思っておりますし、できるこ

とから始めると、広い目で見て着手小局だと、こ

のように思っております。何もしないことは、こ

れは罪だと、こういう意識でスピード感を持って

取り組んでまいりたいと思いますし、相田議員は

じめ、議会の皆様の御提案、お力添えも引き続き

いただきたい、このように思います。 

○島軒純一議長 相田克平議員。 

○１０番（相田克平議員） 御答弁ありがとうござ

います。大変心強い御答弁をいただいたと思って

おります。東海市に一緒にお邪魔したときに、東

海市は名古屋との距離感もありますので、この時

代においても壮大な面積の開発行為を行いなが

ら、人口も増えていますし、当然ながら税収も増

えていると。米沢市と比較できるものでもないの

ですが、やはりチャレンジしていくところには人

が集まっていると私は感じるのです。米沢市の場

合はこの間、長いこと個々の課題を解決するため

に、それこそ立地適正化計画を使ったり、都市再

生整備計画に掲載して有利な財源を確保したり

してきましたけれども、やはり将来目指すべき姿

に強力に推進力を持ってベクトルを集中させて

という形のものにはなっていなかったと私は感

じているのです。市長から心強い御答弁をいただ

きましたので、やはりこのワンツー体制の中でし

っかりとした方向性を示していただきたいと思

います。 

  あと、先ほど総務部長から御答弁いただきまし

たので、都市計画推進には神保の壁とならないよ

うにお願い申し上げ、私の質問を終わりたいと思

います。 

○島軒純一議長 以上で10番相田克平議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

  午後 ３時０７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  午後 ３時１７分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、生活保護制度の運用見直しと福祉体制改

善に向けた取組について外２点、８番影澤政夫議

員。 

  〔８番影澤政夫議員登壇〕（拍手） 

○８番（影澤政夫議員） 改めまして、皆さん、こ

んにちは。 
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  本日、朝一番に市民平和クラブ、我妻議員、そ

して本日、最後の演壇を務めます、市民平和クラ

ブ、影澤でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

  質問に先立ちまして、このお忙しい時間帯にも

かかわらず傍聴においでの市民の皆さん、誠に御

苦労さまでございます。ありがとうございます。

また、ネットで見ておられる方々につきましても、

敬意を表するものでございます。 

  それでは、発言通告に従い、３点一般質問を行

います。 

  大項目１、生活保護制度の運用見直しと福祉体

制改善に向けた取組について。 

  （１）生活保護基準の改定を巡る裁判の背景と

適正基準の在り方について。 

  全国では今、生活保護基準の引下げをめぐる裁

判が続いており、既に最高裁での弁論も行われ、

判決は今月27日に予定されております。厚生労働

省による生活扶助基準の引下げには、物価偽装や

政治的な介入といった問題が指摘されており、司

法判断の結果として原告側が勝ち越ししており

ます。このような背景には、2012年のいわゆる生

活保護バッシングがありました。それを受けて国

は、2013年から2015年にかけ、三度にわたり給付

水準を合計で10％引き下げた経緯がございます。 

  こうした状況や司法の判断を米沢市としてどの

ように受け止めておられるのか。また、生活保護

基準の適正化についてどのような認識をお持ち

で、今後の市政運営に反映していこうとお考えな

のか、本市の御見解をお聞かせください。 

  （２）居住福祉の視点に立った住まい支援と生

活保護制度との連携強化を目指して。 

  住まいの問題は、単なる住宅政策にとどまるも

のではありません。居住福祉という理念の下で、

人権として保障されるべき重要な分野です。この

保障を支える基盤として、公的な住宅政策の責任

が今、改めて問われているところです。 

  さらに、2017年に改正された住宅セーフティネ

ット法が、本年10月にまた改定される予定でござ

います。この法改正等によって、住宅に困窮する

方々への支援が自治体の責務として明確に示さ

れるようになるのではないでしょうか。こうした

背景を踏まえ、生活保護制度においても住宅扶助

の拡充や居住支援体制の整備は喫緊の課題であ

ると考えますが、いかがでしょうか。 

  そこで、お伺いいたします。 

  米沢市として、居住福祉の理念をどのように政

策へと反映していくのか。実践されているのかど

うか。また、生活保護制度との関連についてどの

ように取り組んでおられるのか、お考えをお聞か

せください。 

  （３）よりよい支援体制の実現に向けて。 

  生活保護の現場においては、ケースワーカーの

業務負担については非常に重く、そのことが大き

な課題となっていると私は認識してございます。 

  そこで、次の３点について、現状の市の御見解

をお伺いいたします。 

  １つ目、標準配置数に対するケースワーカーの

人員数は現在どのような状況にあるのか。また、

今後増員の方針はあるのか、お聞かせください。 

  ２つ目、福祉分野における専門職の採用や育成

について、どのような計画を持って対応されてい

るのか。 

  ３つ目、申請業務や記録業務のデジタル化など、

業務負担の軽減に向けた取組の現状と、今後の展

望について、現場でのマンパワーの確保と支援の

質の向上、その両立に向けた市の取組の方向性を

ぜひお示しいただきたい。 

  加えて、関係課の連携体制の課題について、現

在、米沢市の福祉関連部署は健康福祉部内の複数

の課に分かれて配置されています。その中にはロ

ケーションの違いもあり、連携が十分に取れない

ケースもあると伺っております。このような配置

のままでは情報共有の遅れや断片化を招きかね

ず、結果としては、利用者の選択肢の幅を狭めて

しまうのではないかと危惧しております。 
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  最終的に生活保護の窓口に至るまでの過程は、

本当に必要なケアが明確に説明、提供されている

のかどうかについても疑問が残ります。利用者が

できるだけ多くの情報を基に的確な判断ができ

るようにするためには、支援側の連携体制こそが

鍵になると考えます。 

  以上、本市としてどのような連携強化策を検討

されているのか、御見解をお示しください。 

  大項目の２、米沢市の農業政策の強化と未来展

望について。 

  （１）儲かる農業への政策転換について。 

  現在、米の価格が高騰し、安定供給の確保が大

きな課題となっております。こうした状況の中で、

米沢市の農業をもうかる農業へと転換し、生産者

の経営基盤をしっかり支えていくための具体的

な対策がさらに求められています。異常気象にも

しっかり対応しながら、生産の安定性を高めるこ

と、そのことは大規模営農ばかりではなく、小規

模・家族経営農家の持続可能な経営にも欠かせま

せん。そのためには、流通の透明化、ブランド化

の促進、販路拡大などによる収益向上が重要です。 

  本市で今、鋭意作成中の地域計画、目標地図を

活用することで、農業生産や流通経路なども可視

化し、地元市場での直接販売や適正な流通調整も

可能になると思います。目標地図のこの種の活用

方法について、本市の御見解を伺います。 

  （２）若年層の就農促進とスマート農業の導入

について。 

  米沢市では、農業従事者の減少と高齢化が進行

し、未来を担う人材の育成が大きな課題となって

います。特に若年層の就農促進を強化し、地域農

業の継続性を確保することが不可欠です。この課

題に対応するためには、農業研修プログラムの拡

充や住環境の整備なども含め、若者が安心して農

業に参入できる環境づくりを推進すべきです。ま

た、熟練農業家によるメンタリング制度を導入し、

新規就農者が技術を効率的に習得できる仕組み

が求められます。 

  加えて、地域計画、目標地図を活用した農業労

働力の合理的な配置を進めることが重要ではな

いでしょうか。特に、農業従事者不足が深刻な地

域を特定し、地域特性に応じた労働力の調整を行

うことで、生産効率の向上にも資するものと考え

ます。さらに、ＧＮＳＳデータを地域計画に組み

込み、生産計画の最適化を図ることも大いに期待

できるのではないでしょうか。本市として、これ

らをどのようにして戦略的に推進していくのか、

具体的な方向性があればお聞かせください。 

  （３）地域資源の活用と持続可能な農業・食文

化の創出について。 

  持続可能な農業を進めていく上では、地域にあ

る資源を生かしながら、食文化や地域の伝統をし

っかりと守っていくことはもちろん大切です。同

時に、行政が関わる地域活性化につながる仕組み

づくり、制度設計も重要だと思います。 

  具体的には、地域コミュニティーへの参画を前

提として、空き家や使われていない施設、農機具

など含め、安価で提供するなどの支援制度の提供

で、移住を希望する人の受入れを進めるとともに、

新しい担い手の確保にもつながるものと考えて

おります。本市として政策の方向性についてどの

ような御所見をお持ちなのか、お示しください。 

  私の願いを込めた質問で恐縮ですが、今年度、

農政課から改め、農業振興課へと名称変更が行わ

れております。これを大きな契機として捉え、官

民連携、あるいは有志を含む地域の多様な関係者

と共に、農産物や工芸品など地域に根差した資源、

商品を単なる生産物として終わらせるのではな

く、そのブランド化の検討や開発から生産・加工、

そして販売に至るまで一貫してプロデュースし

ていく地域商社を目指し、本市農業政策を進めて

いくべきではないかと考えます。農業振興課とし

て、ぜひ前向きな御答弁をお聞かせください。 

  次に、大項目の３、米沢市学校給食センターの

運営と地元食材の活用について。 

  （１）学区内の商店・農家との納入契約維持の
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現実性について。 

  本市の学校給食は、これまで長年にわたって地

域の商店や農家の皆さんの御高配と契約によっ

て培われてきました。しかし、給食センターが運

営されることにより、納入の仕組みが大きく変わ

ることになります。その場合、地域の商店や農家

の方々がこれまでどおり納入業者として関わり

続けることが可能なのかどうか、当局の御見解を

お伺いいたします。 

  また、これまで進められてきた地産地消の推進

計画についても、今回の変更によって学校給食に

どのような影響があるのか、その点についても併

せて御説明いただきたいと思います。 

  これまでの議論の中では、給食センターと近隣

農家が直接契約する形も検討すべきだとして、各

会派の議員からも多く寄せられていたと私は記

憶してございます。今回の納入契約の中で、そう

した対応が可能となる余地はあるのかどうか、そ

の点についても御説明をお願いいたします。 

  （２）給食センターの導入による地域経済への

影響について。 

  今後の給食センターの運営によっては、地域の

商店や農家が納入業者として関われなくなるの

ではないか、私はそうした懸念を持っております。

特に今回報告されていた代表納入業者１者体制

という方式が、これでは従来のような地域との関

わり方がどのように変わるのか、なかなかイメー

ジができません。同時に明らかにされた納入経路

として、米沢総合卸売センターを通じてとされて

おりますが、これは従来の納入方式に比べてどの

ような優位性があるのか、具体的な内容について

御説明いただきたいと思います。 

  令和８年度についての期限付業務委託とのこと

ですが、そのような委託とされた理由について改

めて御説明をお願いしたいと思います。 

  加えて、もう一つ確認させていただきます。こ

れまで当局で御説明されてきたＰＦＩ方式では、

15年間の長期的な委託経費が前提となっており

ました。今回の御説明にあった新たな業務委託が

ＰＦＩの財政計画に与える影響はないのか、市教

育委員会の御判断をお伺いいたします。 

  （３）今後の展望と持続可能な学校給食の仕組

みについて。 

  学校給食は、単なる食事の提供ではありません。

子供たちが地域の食文化を学び、食育を実践して

いく、非常に大切な学習の機会であります。した

がって、給食センターの運営のうち、調理はもち

ろん、食材納入の日常業務についても、意識すべ

きは学校給食に特化した仕組みを導入していた

だくことが必要だと考えます。市教育委員会の担

当者と代表納入業者・納入業者がしっかりと連携

できる仕組み、体制、制度設計が必要だと考えま

す。これらを踏まえ、地域経済にも十分配慮しつ

つ、地域と共につくる持続可能な学校給食の実現

に向け、本市としてどのように進めていかれるの

か、具体的なお考えをお聞かせください。 

  以上で演壇からの私の一般質問を終わります。

御清聴、誠にありがとうございました。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私から、大項目１、生

活保護制度の運用見直しと福祉体制改善に向け

た取組についてお答えいたします。 

  （１）生活保護基準の改定を巡る裁判の背景と

適正基準の在り方について。 

  議員がお述べのとおり、平成25年から平成27年

の３か年で、世帯の状況によって違いはあります

が、最低生活基準が最大10％引き下げられました。

それに起因する訴訟については、今後最高裁の判

決が出るとのことですので、その判断を受けての

国の動向を注視してまいります。 

  最低生活基準は５年に一度、社会保障審議会の

生活保護基準部会の審議において、前年までの物

価等を考慮した上で見直されており、今般の急激

な物価高騰を受け、昨年の10月からは１人当たり

1,000円が特例的・時限的に加算されており、今
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年の10月からはさらに１人当たり500円が加算さ

れる予定となっております。 

  適正で公平な基準であるためには、物価や景気

の変動、一般世帯との均衡など、様々な要素につ

いて実態に即した基準である必要があると考え

ております。本市としても地域の現状把握に努め、

被保護世帯の声を国に伝えていく必要があると

考えております。 

  次に、（２）居住福祉の視点に立った住まい支

援と生活保護制度との連携強化を目指してにつ

いてお答えいたします。 

  安定した居住の確保は、生活困窮者、高齢者、

障がい者など、それぞれの分野において生活の根

幹となる最も重要な要素とされております。住宅

確保要配慮者は、現に生活に困窮する方の割合が

高く、生活保護の相談につながる場面が多いこと

から、生活保護の担当が中心となって、民間の不

動産会社やＮＰＯ法人、介護機関など関係する機

関と連携し、住居確保に向けて取り組み、支援を

行っております。しかしながら、住宅確保要配慮

者の中には、経済的な課題以外の方もいらっしゃ

いますので、どのような理由であっても住居に関

する相談ができ、支援を受けることができる体制

が必要であると認識しております。 

  住居に関する支援体制として、住宅セーフティ

ネット法にて規定されている居住支援法人は、住

宅確保要配慮者の相談支援において重要な役割

を担っていただけると考えております。住宅確保

要配慮者に対し、家賃債務保証の提供や賃貸住宅

への入居に関わる住宅情報の提供・相談、見守り

などの生活支援等を行う法人を住宅確保要配慮

者居住支援法人として都道府県が指定する制度

です。 

  山形県内では、県の指定を受けて５つの法人が

活動されており、置賜管内では指定法人が現在な

い状況ではありますが、市内の不動産会社などか

ら本制度について相談を受ける機会があります

ので、その指定に向けて本市としても働きかけを

行っていきたいと考えております。 

  居住支援法人においては、住居に関する情報を

一元化し、相談窓口を明確にすることに加え、居

住支援法人等と行政が協働し、幅広い要配慮者の

ニーズに応えていただきたいと考えております。 

  （３）よりよい支援体制の実現に向けてお答え

いたします。 

  初めに、ケースワーカーの配置状況につきまし

ては、社会福祉法により標準数が定められており、

市が設置する福祉事務所においては、被保護世帯

数が240世帯以下であるときは、ケースワーカー

の配置を３名とし、80世帯が増すごとにこれに１

名を加えた配置数とされております。 

  本市における令和７年４月１日現在の被保護世

帯数は671世帯であることから、標準数は８名と

なっております。現在の配置は９名であり、標準

数を満たす状況であります。しかしながら、近年

の被保護世帯の抱える課題の複雑化、さらには多

様な制度改正への対応、新規相談・申請件数の増

加などにより、ケースワーカーにかかる事務的、

精神的負担は年々増加していると考えておりま

す。現時点では、増員の計画はありませんが、そ

うした要因を鑑みた上で、ケースワーカーの適正

数の配置について検討してまいります。 

  また、社会福祉士をはじめとする福祉専門職の

採用、配置された職員の育成についてであります

が、自立支援の質の向上、継続性を確保する観点

からも、専門職の配置が望ましいと考えていると

ころです。現在、ケースワーカーを担当している

専門職員は２名で、社会福祉士が１名、保健師が

１名となっています。また、生活保護現業におい

ては、社会福祉主事の資格取得が必須とされてお

り、主事資格を持たない職員が配置された場合に

は、資格の取得のために通信制スクーリングを受

講できる体制を整えており、専門知識の取得、人

員の確保に努めております。そのほかにも各種研

修会への参加、内部研修の開催により職員のスキ

ルアップを図り、職員の育成に努めているところ
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です。 

  次に、生活保護業務のデジタル化による業務負

担の軽減についてでありますが、保護の申請にお

いては、現状を対面により十分に聞く必要がある

ことから、電子化する計画はありません。しかし、

ケースワーカーが行う支援経過記録などは、現在

システムを導入しており、管理しているところで

す。先進地においては、ケースワーカーがタブレ

ットを活用しているとの話も聞いておりますの

で、ケースワーカーの負担軽減につながるかなど、

それらの効果を検証したいと考えております。 

  関係課のロケーションと連携体制の課題につい

てですが、健康福祉部が本庁とすこやかセンター

に分かれて業務を行っていることについては、物

理的な距離の問題があると感じております。この

ことは、職員間の問題だけでなく、相談者や要配

慮者に不便・不利益を課さないようにすることが

大事であると考えております。情報の共有、情報

の伝達、支援に向けた連携とそれぞれに対応策を

講じながら、その中で改善できる点を洗い出し、

よりよい方法を模索している状況です。情報共有

の課題に対しては、各制度に基づく支援会議、調

整会議において顔の見える関係を維持しつつ、関

係機関同士が制度理解を深めることを継続して

行うとともに、重層的支援体制の構築を図ってま

いります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

  〔我妻重義産業部長登壇〕 

○我妻重義産業部長 私からは、２の米沢市の農業

政策の強化と未来展望についてお答えいたしま

す。 

  初めに、（１）の儲かる農業への政策転換につ

いてですが、農業は本市の基幹産業でありますが、

農業従事者の高齢化や後継者不足、生産資材や燃

油価格高騰、異常気象の発生など、農業を取り巻

く情勢は大変厳しいものとなっております。この

ような状況の中、営農を持続可能なものとし、も

うかる農業への転換を図ることを目的に、今年３

月に第２次米沢市農業振興計画を策定し、事業を

展開することとしております。 

  あわせて、近年は、異常気象による猛暑や大雪

などの自然災害が発生するなど、農業への被害が

大きくなっており、農業被害への対応、対策も喫

緊の課題となっているところです。 

  議員がお述べの地域計画につきましては、令和

５年４月に施行された農業経営基盤強化促進法

の一部を改正する法律に基づき、人・農地プラン

が地域計画として法定化され、今年３月に策定い

たしました。その地域計画において、高齢農業者

や兼業農家の方も地域の農地を守っていく担い

手として位置づけており、農地１筆ごとに耕作者

を示した地図、いわゆる目標地図において見える

化を図っております。地域計画は、地域の将来の

農地利用の姿を明確化した設計図でありますの

で、地域計画を最大限活用した取組を進めていく

ことが重要であります。 

  計画を策定して終わりではなく、定期的に見直

しを行うことで、より具体性・実効性のある計画

にブラッシュアップしていくこととしておりま

すが、あわせて、農業生産や流通経路等の可視化

についても、地域の話合いの中で様々御意見をい

ただきながら、持続可能なもうかる農業を目指し

てまいります。 

  次に、（２）の若年層の就農促進とスマート農

業の導入についてでありますが、若年層の就業促

進に向けた取組については、若い世代が安心して

新規就農に取り組める環境づくりが必要である

ことから、国の新規就農者育成総合対策事業を柱

として様々取り組んでいるところであります。 

  国の経営開始資金については、新たに農業経営

を開始される方に対しまして、年間150万円を上

限に３年間交付される支援制度で、本市では現在

２名の方に活用いただいておりますが、最近では

移住して新規就農される方からも相談を受けて

おりますので、御活用いただけるよう市としても



- 140 - 

現在サポートを行っているところであります。 

  議員がお述べのメンタリング制度につきまして

は、対話を重ねながら気づきを与え、自発的な成

長を促すことができるなど、熟練農業者が新規就

農者の育成や技術向上を促す際にも効果的な手

法と言われておりますので、メンタリング制度も

含めた新規就農者が技術を習得しやすい仕組み

づくりについて、関係団体等と連携して検討して

まいります。 

  また、地域計画の目標地図につきましては、地

域の担い手が不足している場合、地域外の農業従

事者や組織を計画の中に位置づけておりますの

で、今後も地域での話合いを行いながら調整し、

適宜見直しを行うこととしております。 

  なお、スマート農業につながるＧＮＳＳデータ

の活用につきましては、若手農業者との意見交換

の中でも話題として出ておりますので、どのよう

な活用方法があり、どのようなメリットがあるの

か、引き続き研究してまいります。 

  次に、（３）の地域資源の活用と持続可能な農

業・食文化の創出についてですが、空き家等の利

活用を農業振興に結びつけることで、農業の担い

手となり得る移住者等の受入れを促進すること

は、地域農業の担い手を確保する点で有効と考え

られます。現在も、本市に移住を希望される方で

農業を目指される方については、住居や就農場所

等について関係課と連携しながら対応すること

としておりますが、住居につきましては個々のケ

ースにより対応している状況であります。 

  本市では、移住のお試し暮らし体験で地域との

交流を行っているところでありますが、農業希望

者に対し、使われていない施設や農機具等の継承

も含めまして、どのような仕組み、制度化が可能

か研究してまいります。 

  最後に、食文化の継承・創出につきましては、

今ある地域農産物の価値を見直しながらブラン

ド化を進め、６次産業化、新商品開発に向けて、

関係機関や民間事業者とも連携しながら、生産者

の所得向上につながる取組、方策について引き続

き研究を進めてまいります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 佐藤教育長。 

  〔佐藤 哲教育長登壇〕 

○佐藤 哲教育長 私からは、３、米沢市学校給食

センターの運営と地元食材の活用についてお答

えします。 

  初めに、（１）学区内の商店・農家との納入契

約維持の現実性についてお答えいたします。 

  これまでは、それぞれの小学校で、青果、精肉、

水産物や豆腐やみそ、しょうゆなど、市内の小売

業者や製造業者、個人農家などそれぞれが取引先

の業者と各自契約を行い、食材を納めていただき、

給食を作ってきました。とりわけ果物や野菜など

において学校ごとに取引先の農家があり、旬の食

材を提供いただいてきた経緯があります。 

  地産地消の推進を図る観点から、これまで納入

していた地元農家からの食材調達や地元農家の

活用について、米沢青果や小売業者の方と意見交

換を行い、検討してまいりましたが、給食センタ

ーにおいては、最大約2,100食分の食材を一括発

注することになりますので、大前提として安定的

供給が可能であるかどうかが重要な要素となり

ます。 

  また、地元農家の農産物の活用に当たっては、

給食に必要な安定収量の確保が課題となるため、

給食センターでは、農家と個別に契約し、直接相

対で農産物を購入する方式ではなく、地元農家の

農産物を給食に利用することと数量の安定的確

保を両立する方法として、青果物市場を通し、小

売業者が納入する仕組みとしました。このことに

より、天候不良などにより収量が確保できないよ

うな場合でも、青果物市場の商品でカバーするこ

とができ、リスク回避の面からも有効と考えてお

ります。 

  なお、一部の小学校においては、親子給食の中

学校分の数量は減ることとなりますが、令和８年
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度は現状どおり私会計において給食を提供する

予定ですので、学区内商店や地元農家からの食材

納入は引き続き学校ごとの判断において個別に

契約されるものと考えております。 

  次に、米沢市食育推進計画はどのような影響を

受けるのかについてですが、第３次米沢市食育推

進計画が令和７年度までとなっており、その中で

学校給食における置賜産農産物共同購入の対象

品目について目標値を定め、取組を進めていると

ころです。 

  現在、給食センター用の献立作成を行っており

ますが、野菜は青果物市場を通して購入すること

となりますので、できるだけ米沢産、置賜産、山

形産の地元産野菜を使用できるように米沢青果

や納入業者である小売業の部会とも相談しなが

ら、地産地消の取組を進めてまいります。 

  なお、令和８年度に改定となる第４次米沢市食

育推進計画において、給食に係る地元産野菜の使

用割合の数値目標については、現在、健康課とこ

れまでの経緯や現状を踏まえどのような数値目

標が望ましいのか、協議を行っているところです。 

  次に、協同組合米沢卸売センターの役割につい

てお答えします。 

  先ほども述べましたが、これまでは小学校での

調理による親子方式により給食を提供しており、

食材は各学校において取引先の業者に発注して

おりましたが、今後は給食センターが発注者とな

りますので、青果や精肉、水産物の小売業者や豆

腐、みそ、しょうゆの製造業者において、受注業

者をどこにするのか、選定する必要が生じてまい

ります。 

  この際に大前提としまして、給食センターでの

食材調達においては、大手業者による価格競争に

より決定するのではなく、地域経済に貢献するた

めにも、これまでの小学校給食と同様にできる限

り地元の小売業者や市内の製造事業者を積極的

に活用していきたいと考えております。 

  具体的な事例で申し上げますと、豆腐やみそ、

しょうゆなどについては、原材料や味、価格など

がそれぞれの店舗で違ってまいります。品質、味、

価格が違ってくるものについて、仕様書を示し、

見積り合わせや入札を行い、特定の業者を決定す

るのは難しいことから、献立や月間・年間の受注

量に応じて受注業者を選定する調整作業が必要

となってまいります。その仕組みづくりや協議の

場の調整について、業務委託を行おうとするもの

です。 

  次に、（２）給食センターの導入による地域経

済への影響についてお答えします。 

  まず、御質問のあった代表業者１者方式の導入

につきましては、食材納入業者説明会の折に口頭

で補足説明したところですが、受注する業者が複

数となった場合には検収作業やそれ以降の調理

工程にも影響が生じるため、センターへは代表す

る１者が納入するようお願いするものです。 

  具体的な事例で申し上げれば、献立が空揚げの

とき、鶏肉は機械で切ることが難しく手切りにな

りますが、2,100人分を１者で用意するのが難し

く例えば３者に分担するような場合、Ａ者で500

人分、Ｂ者で600人分、Ｃ者で1,000人分を用意す

る場合、ＡＢＣそれぞれがセンターに納入するの

ではなく、代表者１者が納入するということを示

したものです。 

  青果、精肉、水産物等については、業者登録制

度に登録されている市内の小売業者や製造事業

者に直接発注を行うことができる仕組みとしま

すが、米沢総合卸売センターへの時限的な業務委

託は、安定的な食材調達を行うことができるよう

今年度中に受注業者の選定の仕組みづくりを委

託するもので、次年度以降については各部会の中

で調整できるようにするものです。 

  次に、共同調理場になることに伴い、食材納入

の仕組みが変わることによって新たに委託料が

発生することになれば、ＶＦＭ（Value for Money）

は変わるのではないかについてお答えします。 

  ＶＦＭの評価は、共同調理場の整備運営を従来
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方式とＰＦＩ方式として実施した場合を比較す

るものであり、いずれも共同調理場を前提とした

ものであることから、従来方式及びＰＦＩ方式の

どちらであってもこのたび御説明した共同購入

に当たっての仕組みづくりに必要な委託料が発

生することから、従来どおりＰＦＩ方式のほうが

従来方式よりもＶＦＭがあることに変わりはあ

りません。 

  最後に、（３）今後の展望と持続可能な学校給

食の仕組みについてお答えします。 

  議員が御指摘のとおり、学校給食は、児童生徒

の健やかな成長を支えるだけでなく、地産地消の

観点や地域の食文化や持続可能な食育を推進す

る重要な教育の一環であると認識しております。 

  そのため、給食センターの運営においては、単

なる調理・提供の枠を超えた教育的視点を取り入

れたおいしい給食づくりのための仕組みづくり

が必要であると考えております。 

  こうしたことから、食材納入業者の皆様には、

本市の学校給食が目指す基本方針について御理

解いただくとともに、食材選定から提供方法に至

るまで、米沢市の食育の推進に御協力いただくよ

うお願いしております。 

  具体的には、食材納入事業者等の協力の下、Ｖ

Ｒゴーグルを活用した食育体験動画を作成し、日

常的に食べている給食の食材が多くの人々の努

力と支援によって届けられていることを、子供た

ちが興味関心を持って理解できるような取組を

行ってまいります。 

  教育委員会としましては、学校給食の運営に関

わる多様な関係者、生産農家や豆腐、みそ、しょ

うゆの生産者、調理従事者、配送業者など給食に

関わる多くの方々の役割と努力について子供た

ちにきちんと伝えながら、おいしい給食が提供で

きるよう努めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） まずもって御丁寧な御答

弁、大変ありがとうございました。私がしゃべり

過ぎたせいでしょう、時間が押し迫っております

ので、一問一答ということで一つ一つ項目ごとに

ここが少しというところについてお話ししてま

いりたいと思います。 

  国のいわゆる判断、そして最高裁の判断という

こともあるわけなのですけれども、今の状況から

してほぼほぼ原告側に対する、あまり予断的には

考えられないのですけれども、そういった判断に

なるのではないかということからすれば、ますま

す現場での生活保護の関係についての手続であ

ったり、様々な調査の関係が詳細にわたって指示

がいずれは来るのではないかということも含め

て、やはり現場体制ということについては明確に、

同意も含めて、あるいはやり方も含めて考えてお

く必要があるのではないかということを思うわ

けでございます。 

  現場の声は、やはり支援したくても時間が足り

ないとか、それからじっくり相談に乗れないなど

というのはあってはならないことだと思うので

すけれども、今の現状からして、確かに規定は満

たしているということがあったとしても、非常に

複雑になってきている。それから、ほかのいわゆ

る支援措置、そういったことについても精通して

いなければならない。最終的には生活保護の受付

担当が、それら前段の状況についてあまり情報が

ないままに決定されていくのではないかという

私自身の懸念がございます。 

  そういったことも含めて、私の認識は勝手で申

し訳ないのですけれども、今現在マンパワーは不

足しているのだということだと思うのです。ぜひ、

その点についてもう一度お聞かせいただきたい

のですけれども、今後恐らくさらに利用者側に資

するような判決が出る、国が動くということが想

定されるという状況の中で、イフですからこれは

なかなかあれなのですけれども、当然マンパワー

を増やしていくということについてはお考えだ

ということでよろしかったですか。 
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○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 柔軟な支援を行うため

には多くのマンパワーが必要とされています。国

の定める基準をクリアしているとは言いますが、

先ほども壇上で申し上げたように、なかなか複雑

化している状況であること、また今回の判決がど

のような判断になるかということは注視しなけ

ればなりませんが、そのことによって業務が繁多

になるということも想定されます。以前、やはり

業務外で追加された給付金の配付などにおいて

は、健康福祉部内全体で協力体制を整えながら業

務に当たっていたという状況もございます。どの

ような判断が下され、どのような体制が必要とな

るかというのは現段階では分かりませんけれど

も、全市挙げて対応するべきことがあれば対応さ

せていただくことになると思います。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） ありがとうございます。

ぜひそういった観点で御対応いただければと思

います。 

  先ほど居住支援法人というお話がございました

けれども、残念ながら置賜にはないということで

ございました。その対応について、民間といいま

すか、そういった団体に任せる分、それから民間

にお手伝いいただく点、これは確かにあるだろう

と思いますけれども、ぜひ当局としてもそこの中

で主導性を取っていくということについて、やは

り居住環境ということについて、そこからやる気

が生まれるということは数々の方々が提唱して

いらっしゃいますし、やはり居住環境が悪くてそ

こから何かできなくなると。居住環境もよくて、

地域コミュニティーにも参画できるというとこ

ろからやる気が生まれるとも聞いてございます。

ぜひそういう意味では主導性を取っていただき

たいと思いますけれども、いかがですか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 住宅セーフティネット

法において、居住支援協議会の設置が自治体の努

力義務とされたところです。居住支援法人をはじ

めとする居住に関する関係機関で構成し、住居に

関する課題を有する事例の検討、地域における課

題の共有や協議の場として期待されております。

今後、本市福祉部門と住宅部門、民間法人等と協

議を進め、その設置に向けて取り組んでいきたい

と考えております。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） ぜひそういったところも、

柔軟にという言葉が適当かはどうか分かりませ

んが、御対応いただきたいと思います。 

  様々な制度があるだけではやはり届かないと思

うのです。伝えるための道具や人材、それから制

度、これが鍵になるだろうと思いますので、ぜひ

それを丁寧に届けられる人材のいわゆる育成と

いうことも含めてお願いしたいと。先ほど、それ

に対する御答弁もあったわけなのですけれども、

附属するツール、私はデジタル化というのは別に

事務を簡素化するのではなくて、その分利用者に

向き合える時間、こういったことをつくっていた

だきたいという思いでございました。 

  体制の強化ももちろん、人員の増強ももちろん

ではあるのですけれども、その中でも健康福祉部

としていろいろな、例えばの話になりますけれど

も、マッチングツールを利用するとか、それから、

どういう支援が必要でどういうところに行けば

いいかということも含めて、米沢市には様々なノ

ートがありますけれども、福祉支援ノート的な、

中身も含めてそういう具体的なＡ３判でもいい

のではないか。一目見て対応できるよう、そうい

ったことも併せて工夫していかれるということ

についてはいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 ただいま大変貴重な御

提案をいただいたと思っております。やはり健康

福祉部には様々な支援制度がございますけれど

も、なかなか一元化して見るということが難しい

状況です。複雑になっている分、そのような見や
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すいものなど今後検討していくという方向で考

えたいと思います。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） ぜひよろしくお願いいた

します。現場に寄り添った仕組み、それから体制、

これも強化は大事です。市として一歩踏み込んだ

取組を今後も期待したいと思います。よろしくお

願いいたします。 

  次の質問に移ります。 

  スマート農業、農業関係に移るわけなのですけ

れども、ＧＮＳＳの技術革新、これはもう目覚ま

しいものがあるということで３月定例会でも私

は申し上げました。この技術をやはり若い就農者、

就農を希望する方々に、様々な情報が入っていま

すから、ぜひ生かしていただきたいということで、

今回は目標地図と併せて、地域計画と併せて何と

かできないかという御質問でございました。 

  ただ、３月定例会でも申し上げたとおり、既に

大手の農機具メーカーさんが独自にやっていら

っしゃると。やはり先行的にやっていらっしゃる

以上、市としてもお話ししながらということも含

めて申し上げたつもりでした。あの時点の答弁で

は非常に耳に心地よいような答弁でありました

けれども、検討します、共に対応していきますと

いうお話だったのです。その辺のところはどこま

で進んでいらっしゃいますか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 ３月に影澤議員からそういう

御提案もございまして、課の内部でも検討は進め

ておりますが、近隣の町で今おっしゃったとおり

民間のメーカーで導入しているということで、後

でいろいろ意見交換をしたいところであったの

ですが、現在、農業振興課が昨冬の農業の大雪被

害の対応で今注力していまして、なかなかその時

間が取れないものですから、今後並行してそちら

の事例については意見交換をして、どういったも

のが可能なのかということは研究を進めていき

たいと考えております。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） なかなか相手にしていた

だけなかったということにも聞こえるのですけ

れども、ここでやはり先ほど私は力を入れました

けれども、農業振興課として今後いわゆる地域商

社という形になれば、そういった大きなメーカー

の方々も少しは耳を傾けていただけるのではな

いか。あるいは、地域商社としていろいろな方々

の意見をまとめながら対応していけば、もっとも

っといろいろな知恵が出るのではないかと思い

ます。 

  その前に少しあれなのですけれども、いわゆる

住居とか、それから農機具の関係もお話ししまし

た。貸与するとか、そういった話。これはやはり

就農スタートパッケージといいますか、そういっ

たことをまとめておけば、こちらに来て就農した

いという方も十分その気になるのではないかと。

そういった制度設計についてお考えいただくと

いうことについてはいかがですか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 議員がおっしゃるとおり、就

農するに当たり農機具が高額でなかなか難しい

というところに一つのハードルがあります。残念

ながら農業を廃業される方もおりますので、そう

いったところの継承も含めて、今後そういったシ

ステム、制度ができるかというところで、それに

ついても検討は進めたいと考えております。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） そういったことでぜひお

願いしたいと思いますけれども、お隣の秋田県由

利本荘市、こちらに県立秋田大学という大学があ

るということでお聞きしておりました。そこに通

っている学生のお父さん、お母さんとお話しした

ときに、非常にいい制度があるよという話を聞き

ました。調べてみると、ここわき＆地域おこし協

力隊ということで、地域おこし協力隊との連携も

含めて、いわゆる今産業部長がおっしゃったよう

な様々な農業に対する支援策、住宅も含めてなの
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でありますけれども、そういったことを提供する。

これはあらかじめ学校にいる間はここにいろよ

という話になるわけなのですけれども、すごく気

になったのは地域コミュニティーにちゃんと参

画するようにということをやはりうたっている

のです。その辺が非常に先進的だと思いましたし、

その御父兄の方も、あと学生も帰ってきたときに

聞きましたけれども、まずは住居費が安いという

ことと、農業が覚えられるということも含めて、

何よりも地域とのお祭りとかそういったいわゆ

る交流が非常によかったということもあるので、

ぜひこういった先進事例も参考にしながらお答

えをいただきたいと思いますけれども、いかがで

すか。 

○島軒純一議長 我妻産業部長。 

○我妻重義産業部長 移住して農業をされたい、希

望する方については大変ありがたい制度だと思

いますので、今御提示いただいた先進事例を研究

してまいりたいと思います。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） ありがとうございます。

ぜひ研究していただきたいと思います。 

  私としては、今回の目標地図、これはやはり様々

利用できる、使っていただかなければ困ると思う

のですけれども、なかなか議論にのっていただけ

なかった地域商社機能でありますが、これと目標

地図を連携させながら、作って終わりではなくて、

売れる作物をどこにどう届けるかまで農業振興

課として、やはり地域商社として対応していただ

ければという思いを込めまして、次の質問に移り

たいと思います。よろしくお願いします。 

  最後になりますけれども、学校給食センターの

関係でございました。 

  実は昨日もお話が出まして、太田議員からも

様々質問がなされました。実はそのときに教育指

導部長は、納入事業者の説明会に今のところ３つ

の事業所しかまだいらしていないという、そうい

う問合せしかないというお話だったのです。まだ

そのようなことでありますか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 登録業者の申請について

３者というお答えをしたかと思います。その状況

の変化はないと思います。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） もしかすると、いわゆる

問合せ業者はまだたくさんあるということの認

識でよろしかったですね。 

  その中で、いわゆる地産地消の問題であったり、

葉物野菜の関係では特にそうだったのでしょう

けれども、要はそういったことについてあのとき

産業部長もお答えになりました。教育委員会とし

てそちらのほうにはこういうお話をしてくださ

い、やりますよというオーダーは出しましたとい

うことでございました。片方としては、オーダー

は受け取っておりましたという、お互いの話の中

でどの程度理解してお話しされたかということ

については少し疑問もあったのですけれども、そ

ういったことが地元の方々、今回説明会をされる

部分について誤解がなかったかどうか。あるいは、

そういったことを明確に、説明会にお呼びすると

きに、地産地消はこういうことでやっていきます

よ、もう部門をまたいでこういうことでやるので

すからというふうなことが伝わっていたかとい

うと、どうだったのでしょうか。昨日の答弁では、

伝わっていたように思えなかったのです。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 まず、給食センターにな

った場合でも、地産地消の取組を行っていきたい

という全体の方針についての変更はございませ

ん。なかなか伝わっていなかったのではないかと

いう御指摘ではありますけれども、現在の小学校

給食に納めている方に対して、引き続き小学校の

み納める場合には説明会への参加は必ずしも必

要がないということをお伝えしていたものです

から、結果的に説明会への参加を控えられた方も

いらっしゃったのではないかと思います。 
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  また、それ以外に別の農家の方でセンターに納

入を考えているのだけれどもという御相談をい

ただいたことがありまして、その方につきまして

は、青果物市場を通して納入するのだということ

の説明をさせていただいているところでござい

ます。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） そうでございますか。そ

の点については今後も注視させていただきたい

というか、そのまま３者しかないなどということ

は当然ないと思うのですけれども、非常に心配な

ところもあるので、その辺は注視させていただき

たいと思ってございました。 

  それで、代表納入業者の関係で、私は説明を受

けた段階では誤解しておりました。恐らくといい

ますか、伝わっていると思うのですけれども、私

の一般質問の内容についてもいささか観点が違

ったのかということで、今反省してございます。

要は代表者が１者ではなくて、同じ業界で例えば

何者かあって、納入する際にそんなにたくさん来

られても困るということも含めて、その中の１者

をお決めになって、そこの方が納入していただく

ということでよろしかったですか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 市で代表納入業者を選定

するものではなくて、あくまでも地元業者の中か

ら部会が設置されて、この部会において納入業者

を調整、結果として代表する納入業者を決めてい

ただくという仕組みになってございます。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） 代表納入と聞くと、私は

１者だけというイメージを持ったのですけれど

も、よもや説明に来られた方はそういった勘違い

はないということでよろしかったですか。 

○島軒純一議長 山口教育指導部長。 

○山口 博教育指導部長 このことにつきましては、

説明会以前に地元業者の方とも意見交換をして

いるところでございますし、その説明会の場でも

詳しく説明させていただいたところでございま

す。 

○島軒純一議長 影澤政夫議員。 

○８番（影澤政夫議員） 分かりました。とにかく

これからも注視させていただきますけれども、セ

ンターになったから何々が落ちたとか、そんなこ

とがないように、我々としてもその地域に根差し

た食育の方向性ということを共有しながら、セン

ターの事業者の方々と、それから学校担当といろ

いろと改善サイクルを回していっていただくと

うこと、このことがやはり大前提となると思いま

すし、持続可能な今後の学校給食の実現に向けて、

やはり地域の声も取り入れながらぜひ体制整備

をしていただきたいと思っておりますので、そう

お願いしながら、時間を余しますけれども、私の

質問を終わります。どうもありがとうございまし

た。 

○島軒純一議長 以上で８番影澤政夫議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時１８分 散  会 

 


